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○議長（波岡玄智君） ただいまから、平成２８年第１回浜中町議会定例会を開会しま

す。 

 

◎開議宣告 

 

○議長(波岡玄智君） これから、本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって１１番菊地議員及び１番加藤

議員を指名します。 

 

◎日程第２ 議会運営委員会報告 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第２ 議会運営委員会報告します。  

本件については、議会運営委員会から本定例会の議事運営について、報告書の提出 

ありました。 

委員長より報告を求めます。 

３番鈴木議員。 

○3番（鈴木誠君） （口頭報告あるも省略） 

○議長(波岡玄智君） お諮りします。 

本件は、委員長報告に対する質疑を省略したと思います。 

開会 午前１０時００分 

◎開会宣告 

 



 

 

 

 

これに、ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり」） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本件は、委員長報告に対する質疑を省略することに決定しました。 

これで報告を終わります。 

 

◎日程第３ 会期の決定 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第３ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日から１８日までの１０日間と

し、うち１２日・１３日及び１４日の３日間を休会にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり」） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は、本日から１８日までの１０日間とし、うち１２日１

３日及び１４日の３日間を休会とすることに決定しました。 

 

◎日程第４ 諸般報告 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第４ 諸般の報告をします。 

まず、本定例会に付された案件は、お手元に配付のとおりです。 

次に、今議会までの議会関係諸会議等については、記載のとおりです。 

これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第５ 行政報告 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第５ 行政報告を行います。 



 

 

 

 

町長。 

○町長（松本博君） おはようございます。本日、第１回浜中町議会定例会開催に議員        

全員のご出席をいただき、先の議会から誠にありがとうございます。 

本日までの主なる行政報告を申し上げます。 

（行政報告あるも省略） 

○議長(波岡玄智君） 引続いて、教育委員会より教育行政報告を行います。     

教育長。 

○教育長（内村定之君） 前議会からこれまでの、教育行政の主なものについてご報告

をいたします。      

（教育行政報告あるも省略） 

○議長(波岡玄智君）  これで行政報告を終わります。 

 

◎日程第６  社会文教常任委員会所管事務調査報告について 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第６ 所管事務調査報告をします。  

本件については、社会文教常任委員会で所管の事務調査を行い、この度、報告書の提

出がありました。職員に報告書を朗読させます。 

○係長（梅村純也君）  （調査報告朗読あるも省略） 

○議長(波岡玄智君） 委員長よりより口頭報告を求めます。 

１番加藤議員。 

○1番（加藤弘二君） （口頭報告朗読あるも省略） 

○議長(波岡玄智君） お諮りします。 

本件は、委員長報告に対する質疑を省略したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって本件は、委員長報告に対する質疑を省略することに決定しました。 

これで報告を終わります。 

 



 

 

 

 

◎日程第７ 報告第 1号専決処分の報告について 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第７ 報告第１号を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 報告第１号専決処分の報告について、提案の理由をご説明申し上

げます。 

本件につきましては、平成２７年度の税制改正大綱において地方税法の一部が改正さ

れたことから、浜中町税条例の一部を改正する条例を平成２７年３月３１日に制定した

ところでありましたが、この度の平成２８年度税制改正大綱に基づき一部の手続におけ

る個人番号の利用の取り扱いを見直す方針が示されたことに伴い、地方税法施行規則の

一部を改正する省令が平成２７年１２月２５日に交付されたことから浜中町税条例の

関連規定も改正する必要が生じましたので１２月２５日付をもって専決処分により浜

中町税条例の一部を改正する条例を制定したところであります。 

この条例の施行日についてですが、改正の内容が番号法の施行に係る部分に対する一

部改正であることから、平成２８年１月１日前の交付が必要となることで専決処分と同

日付で交付となります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご承認くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） これから報告第１号の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、報告第１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、報告第１号を採決します。 

お諮りします。 

本件は、承認することにご異議ありませんか。 



 

 

 

 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、報告第１号は承認することに決定しました。 

 

◎日程第８ 議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第８ 議案第１号を議題とします。本案について、提案理

由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（松本博君） 議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、提案の理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、本年度の給与改定等行政不服審査法地方公務員法の改正に伴い

関連する条項の一部を改正しようとするものであります。 

昨年８月６日に人事院は、国家公務員の給与改定について勧告をしたところでありま

す。 

この勧告により国は国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律を本年１月２６日公布し、人事院の勧告の通り、給与改定を実施しました。 

このことから本町においては、国における給与法の改正に準じ、職員の給与に関する

条例の一部改正を行うものであります。 

給与改定の内容ですが、月例給については、公務員給与が民間給与を０．３６％下回

っていることから、平均０．４％を引き上げるもので、平成２７年４月１日に遡り、適

用するものであります。 

期末勤勉手当は支給割合が民間比較で年間０．１１月下回っていることから、０．１

月引き上げ、支給割合は、年間４．１月から４．２月となります。条例第１６条３第６

項は、行政不服審査法が全部改正され、平成２６年６月１３日交付平成２８年４月１日

から施行されることに伴い任用する条項を改正するものであります。 

次に、別表第３及び別表第４につきましては、地方公務員法及び、地方独立行政法人

法の一部を改正する法律が平成２６年５月１４日に公布され人事評価制度の導入が義

務づけとなりました。 



 

 

 

 

この制度構築の基礎となる職務給の原則を徹底させる為、当級別基準職務表を条例で

規定する必要が生じたことから従来、職員の初任給昇給昇格及び職務の分類等の基準に

関する規則で規定していた。分類表を条例で規定しようとするものであります。  

なお、施行期日については、遡及分に基き平成２８年４月１日としております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたが詳細につきましては、総務課長より説明さ

せますので、よろしくご審議下さいますようお願い申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長(佐藤佳信君）  （議案第１号 補足説明あるも省略） 

以上、補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○1番（加藤弘二君） 職員の給与について質問したいと思います。 

今、総務課長から細々と説明がありました。それを聞いてはたして、上がったのか上

がらないのかというのがよく分からないので私流に判断してみました。 

それは、２８年度の一般会計予算の２６９ページに毎年掲載されるんですけど、職員１

人当たりの給与という欄が設けられていて、今回の場合は２８年度、２７年度の給与が

並べられております。 

私は、平成２４年から順次調べてきましたが、例えば、この２８年度、２７年度これ

を比較しますと一般行政職で平均年齢は、２８年の場合は４１歳と２カ月、２７年度は、

４１歳と９か月のところが平均年齢だと言っています。 

それで、給料で比較してみましたところ２７年から２８年にかけての給料は、およそ１

ヵ月６,０００円の減だと私は読みました。それから、２６年度と２７年度の比較では、

約４,０００円の減となっております。 

前年度比４,０００円の減、２５年度と２６年度を比較してみますと、前年度比１，０

００円の減となっています。 

２４年度と２５年度を比較して言いますと５，５００円の減となっています。 

それで、この５年間の給与を合計すると１万７,５４２円、１万７，０００円が５年間

で減額になってるというふうに私は見たのですが、給与が全体的に上がっているのか、

下がっているのかといった場合で比較すると、それは正しい事なのか、間違っている事

なのかを判断願いたいと思います。 

先程、町長が言われましたが民間と比較して人事院で判断して上げるとか下げるとか、



 

 

 

 

そういうふうな形で進められてきたと思いますが、民間と公務員が競争して高い方に進

んでいくのではなくて、民間が低くて公務員が高いから民間に合わせて下げるという形

で今まで進めてきたように思うんです。 

働いている労働者数が正規雇用は、減り続けているのに対して非正規雇用者が相当数そ

の２倍から３倍の数で増えている状況があります。 

これは、非正規労働者の賃金は、正規労働者の賃金をみながら、やっているのかと思う

んですが、それにしても民間の給料は経団連の発表によれば、景気が良くなってきてい

るので、給料を上げるというような報道もなされています。 

そういう中で、どちらもずっと減り続けているというのは、人事院勧告のその比較の対

象がすべての労働者にとって、どうなのかという事あるいは、財界は、労働者が働いて

得た富を財界がひとり占めして社会に広げるという事でなくて、留保財源として今や３

００兆円も貯めている。 

こういうものを横において、人事院勧告で民間の労働者対象と公務員対象は、どうなの

かと比較するという事が正しい事なのか担当としてどう考えるか、答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 今、予算書の中での人事院の給与改定でございますけれど 

も４月当初に国家公務員の方では、国家公務員の給与実態調査をします。 

国の方では、今年２７年度例を申しますと事業規模およそ５０人以上の事業所を全国か

らおよそ１万２,３００件の事業所を対象に職種別の民間企業実態調査を実施しており

ます。その比較をもって本年度においては、旧公務員の給与は低いということでその分

引き上げさせていただきました。 

○1番（加藤弘二君） どんどん給料が下がっていることについて、どうしたら上がる

んだろうかというのは、やっぱりそこで働いている労働者が団結して、ここ役所の表に

も組合の赤い旗が立っていますけど、やっぱり働く人達が団結して国に要求していくこ

ういう戦いがなければ、労働者の暮らしというのは向上しないと思います。 

人事院勧告といえば、今からもう、５０年以上前から、公務員の給与を決めるというそ

れ以前からずっとこのような形で進めてきているのです。 

でも、今のこの富の集中の具合が大幅に変わっている格差がついて、何兆円と懐に入る

個人もいれば本当に給料の入らない個人もいます。 



 

 

 

 

その格差をまず縮めていくという作業をしなければ公務員の労働賃金も上がらないだ

ろうあるいは企業で働いている労働者の賃金も上がらないと思います。 

今回、質問しようと思ったのは、アベノミクスです。 

アベノミクスでは、財界が大儲けしたその１％でも民間に落ちていくとするならば、年

間の労働者の１万円給料を上げていくことができる、そういう事まで政府は、期待して

るんですね。 

ですから、公務員の賃金を決めるこの人事院勧告制度というのを見直す事あるいは、労

働者の運動をもっと広めることも大事だなと思うんです。 

町長に質問したいと思います。人事院勧告制度は、ずっと続いてきましたが、私は、

人事院勧告というのは、矛盾しているのではないのかなというふうにみておりますが、

町長はどんなふうに受止めておりますか。 

○議長(波岡玄智君） 副町長 

○副町長（松本賢君） 地方公務員の給与制度のことであります。地方公務員は、国家

公務員に準拠する、そして国家公務員の給与は、人事院が勧告するそれは、労働基本権

の制約の代償措置として、国家公務員の給与というのは、国の事業を進める上では一番

大事なものだということでありまして、その労働基本権の代償措置としての人勧という

のは、義務づけられております。 

そして、その国家公務員は、人勧によって、その人勧を尊重し、それを給与制度の改正

ということで今回一般職の給与法を改正しました。 

そして地方公務員は、給与制度につきましては、３点ほどあります。 

まず条例主義ということで、条例で決めなさいと、それから職務の級の原則と先ほど

総務課長から一部説明がありました最後は、均衡の原則とあります。 

これにつきましては、我々は、規模が小さいので人事委員会をもってません。 

そして我々の地方公務員の給与というのは、やはり町の状況も意識しなければならない

ということでありますがその辺のデータについては、情報収集をする機関がありません

ので、国の人勧を受けた国家公務員の給与そして人事委員会をもっている都道府県の給

与それらに鑑み決めるという事になっており、企業が収益を留保財源として持っている

ということでありますので、社員の給与に反映されないという事でありますけれども、

それはそれで、アベノミクスの効果として景気が良くなれば、今まで以上に人権費に反

映させて国内消費を喚起するということで国では、指導しているのだと思います。 



 

 

 

 

そのような事で、今までもそうであったように地方公務員の制度としては、条例で定め

なさいという適応するその情報提供の原則ということもあり、職員の給与が定まってお

ります。 

それで、過去ずっと減額でありますけども、それもやはり、世の中の行政に対応しての

決定でありまして、なぜかといいますと、要するに給与、これは条例の原則ですけれど

も議会そして町民の皆さんに、地方公務員の企業制度というものはこうであるという事

をしっかりと明確に示さなければ、例えば我々が、地域の事情を無視してどんどん我々

の給与を上げるということは、住民の負担に過度の負担を強いる事につながります。 

そのようなことで、条例主義をうたってますし、それから職務の級に応じて責任の度合

いによって給与を支給する、そして今言ったように国及び地方公共団体の職員並びに民

間事業者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないという地方公務員の規

定に従ってこれまでやってきたように、今回もやろうと思ってます。 

そして今、議員おっしゃいました人勧の問題であります。これは国の方でも、国家公

務員に労働権を付与するというような事の動きもありますので、そういった意味では、

今後国の議論を待つ事になろうかと思いますが現行法規の中では、地方公務員法は、国

の職員に準ずるということになっております。 

それで、今後どうなるかは、動向を見守りますけれども現状では、今回の提案のように

過去と同じ法に従って我々の職員の給料をご提案申しあげているところであります。 

以上です。 

○議長(波岡玄智君） 加藤議員 

○1番（加藤弘二君） 最後の質問になるんですけれども、削られた枠の中でいかにし

て、この職場浜中町の職員でどうやってそのお金を分配するかという事で、色々腐心さ

れていると思います。 

浜中町としては、前回もそのように、職員の給与を決めてきておりますがいいですか。 

○議長(波岡玄智君） 副町長 

○副町長（松本賢君） 近年の給与費の構成ですけれども、増部分についてやはり、一

番お金のかかる中間層です。主任あるいは、係長の年代で、色々とお金のかかる年代に

集められて、今まで公務員というのは、ある程度、年齢と共に、上がっていきましたけ

れども、その辺については民間に準拠して、なだらかに落ちてきます。 

そして、総体的には、上がったところにつきましては、初任給の改善もありますけれど



 

 

 

 

も中心は３級・４級というところが一番引上げ率が高いという構成になっております。 

以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） ９番川村議員。 

○９番（川村義春君） 今の条例改正の関係ですけれども、町長の提案理由は、月例給

人勧によると０．３６％民間より低いから平均経験０．４％を一般職の給与を引き上げ

と合わせて期末勤勉手当についても割合を０．１カ月引き上げるという提案ですよね。            

先程、大議論されてる部分で予算書の給料月額一人当たりそれで比較するから６,００

０円下がるという話にはならないですよね。 

基本は、あくまでもその人勧に準じて、０．４％一般職の給与を引き上げる期末勤勉手

当については、０．１カ月分を引き上げるというプラスの部分で提案しているわけです

から、職員の給与が下がるというふうに認識されたこと、その辺は、しっかり答弁をし

て下さい。もう一度お願いします。 

○議長(波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本賢君） 今回の提案につきましては、地方公務員法にならった国の給与

法が国家公務員に準拠して、民間に反映したものを国家公務員にならって上げるという

事ですよね。勤勉手当も低いという事で、それを改善する月例も低いので、それを改善

する配分につきましては、近年は中盤の方に厚くなって上は、抑えて初任給も若干上が

るという事です。 

それと６,０００円の関係ですが採用、退職で構成が変わりますので現実にアップあ

るいはダウンした事に結果がでますけれど微妙に、変わりますので採用、退職で職員構

成が変わると平均年齢も変わりますので、割り返すと落ちてくるという事もあります。 

なぜかというと昭和年代退職者の年代層、我々課長も含め多いんですが、その平均給

与は落ち着いてくるという事です。 以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

これから、議案第１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第１号を採決します。 



 

 

 

 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第９ 議案第２号平成２７年度浜中町一般会計補正予算（第４号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第９ 議案第２号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。  

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２号平成２７年度浜中町一般会計補正予算第４号について、

提案理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、年度末に当たり、事業費の確定による減額補正や除雪経費など今後

必要とされる経費について補正をお願いしようとするものであります。  

補正の主なものを申し上げますと歳出では、２款総務費で、電算システムの運用に要す

る経費で、４,９２３万８,０００円を追加、備荒資金組合納付金では、超過納金２億２

千万円を増額するほか基金積立金で人づくり基金積立金３,２００万円を増額。 

風力発電施設管理に要する経費で、風車の修繕料３８８万３,０００円を追加、地域住

民生活等緊急支援事業に要する経費で国の補正予算に伴う地方創生加速化交付金を受

けて実施する北海道釧路地域東京特別区交流推進事業負担金４２０万円を増額するな

ど全体で２億９,２２９万８,０００円の追加。 

３款民生費では、国民健康保険特別会計繰出金で保険基盤安定分１,３２９万５,００

０円を追加するほか、重度心身障害者医療費助成に要する経費２１２万２,０００円。 

老人福祉施設措置費に要する経費４００万円、介護保険特別会計繰出金５３１万１,０

００円をそれぞれ減額するなど全体で６０９万８,０００円の減額補正。 

４款衛生費では、浜中診療所特別会計繰出金３４９万４,０００円を追加するほか、

成人保健に要する経費１８８万１,０００円菅害排水事業用水施設維持管理に要する経

費２３９万円、衛生管理センター管理運営に要する経費で２４０万円をそれぞれ減額す



 

 

 

 

るなど、全体で７５５万９,０００円の減額補正。 

５款農林水産業費の農業費では、その他農業行政事務に要する経費で、機構集積協力

金交付事業補助を３,３５７万６,０００円を増額、農業基盤整備に要する経費で、浜中・

姉別地区道営農道整備事業の事業費確定に伴う負担金の減などで７７１万５,０００円

を産業振興資金貸付に要する経費で貸付実績により１,３００万円を減額するなど、農

業費全体で７２７万円を追加、林業費では、町有林整備事業に要する経費で執行残２９

２万３,０００円を減額するなど、林業費全体で４５７万９,０００円の減額、水産業費

では、港湾整備事業に要する経費で国直轄港湾整備事業に要する経費で管理者負担金５,

１３９万９,０００円を減額するなど、水産業費全体で５,９１８万８,０００円を減額し、

農林水産業費全体の補正額は５,６４９万７,０００円の減額となります。 

６款商工費では、勤労青尐年ホームに要する経費で、勤労青尐年ホーム灯油流出事故

処理業務委託料の執行残などで４２１万２,０００円を減額するなど全体で７０２万４,

０００円の減額。 

７款土木費では、町道維持に関する経費で町道除雪業務委託料３,０００万円の追加

と町道維持補修工事の執行残等で２,４５３万５,０００円を追加公営住宅の建て替えに

要する経費で工事請負費の執行残などで１,０８８万円６,０００円を減額するなど、土

木費全体で３２０万８０００円の追加。 

８款消防費は、釧路東部消防組合に要する経費１０７万８,０００円の追加のほか、

執行残による減額で、全体では４４万１,０００円追加。 

９款教育費につきましては、教育委員会事務局に要する経費２９４万円給食センター

に要する経費２４６万２,０００円の減など主に執行残の減額で、教育費全体で２,０２

１万４,０００円の減額補正となります。 

１０款公債費では、地方債償還元金８１万７,０００円の追加は、貸付利息の利率の

見直しに伴うもの地方債償還利子１,３４３万８０００円の減は、貸付利息の利率の見

直し及び貸付実績によるもので公債費全体で１,２６２万１,０００円の減額。 

１１款給与費の３,４２２万１,０００円の減額は、職員の採用退職等による実績見込

みであります。 

以上により、今回の補正額は１億５,０５３万８,０００円の追加となります。 

一方、歳入につきましては、１款町税は、個人町民税など最終収納見込みにより全体

で４,６５３万３,０００円の追加。 



 

 

 

 

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金に２０万円減額。 

９款地方特例交付金７２万５,０００円の追加は、いずれも交付額の確定によるもの

であります。 

１０款地方交付税の普通交付税１億２,７５９万２,０００円の追加は、保留財源の予

算化と追加交付１２款分担金及び負担金８９万１,０００円。 

１３款使用料及び手数料２１４万６,０００円の追加は、いずれも実績見込みによる

もの。 

１４款国庫支出金１,２６７万５,０００円の追加。 

１５款道支出金３,７２６万１,０００円の追加は、事業費等の確定による交付額の実

績見込み分であります。 

１６款財産収入４４１万円の減額は、実績見込みによるもので、１７款寄附金は、教

育費寄附金として２５万円の寄附があったことから、追加計上しております。 

１８款繰入金では、国民健康保険特別会計繰入金７７万５,０００円を増額。 

２０款諸収入では、社会福祉法人浜中福祉会負担金７９６万円の増額などの他風力発

電余剰電力売電収入３４８万５,０００円の減などで、２２０万円の減額。 

２１款町債では、事業費及び同意額の確定などにより、７,１５０万円を減額補正す

るものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、６７億６,４５５万３,０００円となりま

す。 

次に、第２表の繰越明許費でありますが、道自治体システム協議会負担金５,６３９

万５,０００円は、個人番号制度の運用開始に伴い電算システムの情報セキュリティー

対策費、風力発電施設修繕料３８８万３,０００円は、故障に伴う修繕料。 

北海道釧路地域東京特別区交流推進事業負担金４２０万円は、国の補正予算に伴う地方

創生加速化交付金を受けて実施するものでありますが、いずれも事業が年度内に終わら

ない見込みから地方自治法第２１３条第１項の規定に基づきあらかじめ翌年度に繰り

越して事業を実施しようとする金額の限度額を定めようとするものであります。 

次に第３表債務負担行為補正でありますが漁業近代化資金の利子補給の支払い契約

につきましては、平成２７年度分の融資実績により利子補給金額の確定に伴い期間は、

平成２８年度から平成３９年度までとし限度額は、１９４万７,０００円にしようとす

るもの。 



 

 

 

 

中小企業特別融資資金の実施補給の支払契約につきましては、平成２７年度分の融資実

績による利子補給金額の確定に伴い期間は、平成２８年度から平成３４年度までとし限

度額は、５０万９,０００円にしようとするものであります。 

次に、第４表地方債補正につきましては、地方債を財源とする事業費及び同意額の確

定に伴う補正であります。 

以上、議案第２号について、提案の理由をご説明いたしましたが、詳細につきまして

は、企画財政課長より説明させますので、よろしくご審議くださいますよう、お願い申

し上げます。 

○議長(波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） （議案第２号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） この際暫時休憩します。 

  （休憩 午前１２時 ５分） 

（再開 午後１３時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます 

質疑を受けます。 

○議長（波岡玄智君） ９番川村議員。 

○９番（川村義春君） ７項目ぐらい質問をさせていただきたいと思います。 

２０ページ歳入の町立診療所委託業務一部負担金ですけれども１２２万８,０００円

の減額は、茶内の歯科医師の委託契約に関わるものだというふうに私は理解しているん

ですけれども当初６７６万５,０００円を計上して、今回１２２万８,０００円ですから、

５５３万７,０００円が年間の支出分だと思うんですが医師との契約では、確か記憶で

は、職員の人件費相当分の１５パーセントを一部負担金として受け入れるというような

内容になっていたかと思うんですがこの減額は、いつから減額で何％の減額になったの

か、お答えいただきたいと思います。 

それから、３６ページの総合行政ネットワークシステムに要する経費の１９節負担金

及び交付金地方公共団体情報システム機構負担金これにつきましては、通知カードの個

人番号カード関連委託業務に係る負担金ということで、１０５万８,０００円の追加で

ありますが説明では、確定によるというふうにお聞きしたんですけども、その内容につ

いて、もう尐し詳しく教えていただきたいのと通知カードをまだ受けていない人は、こ

れが１１月の新聞によりますと２５１通でありました。 



 

 

 

 

現在、受け取ってない方、それと個人カード発行者数についてわかればお聞きしたいと

思います。 

その下の備荒資金組合超過納付金これについては、２億２,０００万円、今年は決算

見込みで人づくり基金の３,２００万円の２つですけれども決算見込みでは、相当予算

が余るような形であると思います。 

それで今回このように積増しをするということでしょうけれども実際、備荒資金超過納

付金これは、普通納付と超過納付があるのですがそれぞれ今後どのぐらいの額になるの

かそれと人づくり基金の積立金はいくらに原資が今回の積立でいくらになっているの

かお聞きしたいと思います。 

次に４２ページ北海道釧路地域東京交流推進事業負担金４２０万円でありますけれ

どもこれにつきましては、３８ページの協議会負担金４４万２,０００円と関連するん

ですけれどもその協議会組織の内容とこの事業負担金、繰越明許費でやる事になります

けれども、この負担金事業の内容について釧路管内の物産販売拡大というふうに聞いて

ますけれども、もう尐し詳しくお聞きしたいと思います。 

５２ページ放課後児童クラブ運営に要する経費の１８節備品購入費の関係ですが、灯

油漏れ事故以来、小学校の空き教室を使用しているようですけれども施設用備品購入費

５万８，０００円については、移転時に何か備品を購入したものなのか、そのへんをお

聞きしたいのと小学校に移って空き教室を利用することによって何か支障がなかった

のか、それと今年度以降これからもずっと小学校の空き教室を使い続けるのか、その変

を確認しておきたいと思います。  

それから最後になりますけれども７４ページ町道除雪業務委託については、当初４,

０００万円で今回３,０００万の補正というこ事で総額７,０００万円になると思います。

不足の見込みですけれども現在７,０００万円あるとして、どのぐらいの予算残がある

のか、現在までの執行額でも結構ですので教えていただければと思います。  

関連で申し訳ないのですが、仲の浜地区の防雪柵の移設について建設管理部に強く要望

すると言ったことが私の一般質問でありました。 

その後の感触今回の吹雪でも国道がとまっても、道道別海厚岸線は、通れるんですが、

仲の浜地区の防雪柵道路のすぐそばにあることによって吹きだまりが相当ひどく、本当

に見えないような状態になって、昨年建設管理部で見に来て写真を撮っているんですけ

れども、その後どういう感触であるのか聞いていると思いますが、分かれば教えていた



 

 

 

 

だきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 最初に私の方から歳出３６ページの地方公共団体情報シス

テム機構負担金についてお答えします。 

これにつきましては、通知カード及び個人番号カードに関連しまして、機構に対する

関連事務費の負担金ということでございます。それと財源につきましては、すべて国庫

補助となってございます。 

以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） マイナンバーの通知カードの交付状況ですけれども３月４

日現在で２５４件返還がありました。防災無線で本人等にはがきで勧奨をしております

けれども、まだ７８件残っております。 

今後については、 現地確認等色々な手段で届けるような形にしたいと思います。 

それと個人カードの発行枚数ですけれども、これにつきましては１月から交付がま 

っておりますけれども当初におきましては、窓口での交付が２月からとなっております。

先ほどの公共団体情報システム機構から１２２件届いてます。そのうち４１件本人に 

窓口交付でお渡ししています。随時通知書を出して窓口で受け取るような形で今現在、 

事務処理しております。予定としては、それぞれの住居支所で今後だして交付していき 

たいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ３６ページの備荒資金組合納付金それと３８ページの

人づくり基金積立金の関係と今回補正後の残高見込みでございますけれども備荒資金

組合の普通納付が８,２９８万７,０００円この度２億２,０００万円を超過納付につき

ましては、９億２,３４８万２,０００円合わせて１０億６４６万９,０００円になると見

込んでおります。また、人づくり基金につきましては、平成元年に創生事業として１億

円が配分され、その後多くの人づくり事業に活用してまいりました。今年度の積立前の

残高なんですけども、約９００万円となっております。 

今後の人づくり事業に大きく影響を与えるという事で、このたび地方交付税等の余剰財

源について人づくり事業基金に積み立てて今後の人づくり推進事業を展開していくと

いう事で、この３,２００万円を積み立てすることによって２７年度末の積立額が４,１



 

 

 

 

０６万７,０００円見込んでいたところでございます。 

４２ページの北海道釧路地域東京特別区交流推進事業負担金４２０万円と、その３８

ページ地域振興に要する経費４４万２,０００円の追加これについては関連があります

ので一括してご説明させていただきたいと思います。 

この協議会につきましては、釧路管内の市町村で構成しております釧路町・厚岸町・

浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町それと釧路市が入って協議会を構成してお

ります。この協議会は、北海道が実施する都市等の農林漁村等の連携促進事業という事

業を活用しまして釧路地域と東京都の特別区との連携によって相互の経済交流及び交

流人口を拡大して地域の活性化を図るという目的のためこの協議会を設置しておりま

す４４万２０００円の補正につきましては、昨年 10 月に東京都の荒川区西荒川区の日

暮里で日暮里マルシェいう事業がありまして、それに参加した時の負担金であります。

当初、昨年１０月７日から８日の２日間の開催ですので、その前に補正予算を組むべき

ところでありますけれども当初この事業につきましては、北海道の補助事業２分の１そ

れと道の町村会が２分の１を負担するということで、直接的に市町村には負担を生じさ

せないという事で、予算計上を見送っていたところでございますけれどもその後、道の

補助金は、そのままだったんですけれどもその市町村振興協会がぜひ、この事業に支援

したいという事の申し出がありまして振興協会としては、協議会に直接支援ができない

ので各市町村で予算づけをしてほしいということでこの度、４４万２,０００円のうち

２分の１ずつを北海道町村会と市町村振興協会がそれぞれ市町村の負担分を補助する

という事でこの度、補正をする運びになっております。 

昨年９月の事業については、先ほど申し上げましたとおり東京の日暮里で日暮里マル

シェということで釧路管内８市町村と釧路の民間企業が共同して釧路管内の物産を販

売したのと観光情報発信等に取り組んできたということであります。 

更に、この度の４００万円程の補正でありますけども、先程、補足説明で申しあげま

したけれども国の交付金を活用して東京都との交流事業をさらに推進する事業であり

ます。 

本年度の主な事業につきましては、東京都２３区の交流推進員ということで、推進員

を荒川区にまず一人設置して、それとＰＲ媒体の作成ということで、釧路管内のプロモ

ーションを作成する。それと当然あのＰＲ用のパンフレットさらには、教育旅行誘致促

進プロモーションということで教育力あるいは、ヘルスツーリズム拡大のプロモーショ



 

 

 

 

ン等を推進すると共に今年度におきましても釧路マルシェに西日暮里ということで、東

京都荒川区での物産店の改革設置などを主な事業としております。 

この総事業費は、４,４９２万８,０００円で北海道振興局と釧路振興局が５３２万８,０

００円、それと荒川区が６００万円釧路市を含む釧路管内の町村で４２０万円づつの負

担をするということで事業計画を立てておりまして、この市町村負担の４２０万円につ

きましては、全額歳入の方で補足説明しておりますけれども、今年度 27 年度補正予算

の交付金を活用して、釧路管内全体のＰＲ活動を展開していくというような事業になっ

ているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ２０ページ町立診療所の一部負担金の１２２万８,０

００円の減額についてご説明いたします。議員がおっしゃられたように、この負担金と

いうのは、歯科診療所の受託者である歯科医師との契約によるもので人件費の１５％を

歳入として見込んでおりましたが、１２月に新年度予算の打ち合わせをしている中で歯

科医師の方から人件費の１５％の負担をなくしてほしいとの要望がございました。 

そのかわりに備品をタイムリーな中で自由に買わせてほしいとの申し出もありました

ので、新年度ではなく、なるべく早くお願いしたいということがありましたので、今年

度につきましては、４月から３月分の人件費１５％分を落とさせていただいております。

それと、５２ページの放課後児童クラブ運営に要する経費の備品購入費に関してのご質

問でございますけれども、この施設用の備品購入は、小学校に霧多布の放課後児童クラ

ブが冬休み明けの１月１８日から移転をいたしましたけれども、それに伴って玄関が常

に施錠されている状況ですので、父母の方がお迎えに来た時にインターホンで児童クラ

ブの部屋に連絡をしていただくようにインターホンを取りつけたものでございます。 

小学校に移転してから支障がないかという話ですけれども、学校との連携もとりやすく

なりましたし、学校等児童クラブからの意識で道路での交通安全だとか、そういうこと

につきましても父母の方からも、とても安心感が持てるようになったということで評価

を得ております。 

今後小学校の空き教室を使い続けるかということでございますが、２８年度当初から

は、小学校を使う予定でおりましたので尐し早まりましたけれども、今後とも小学校の

空き教室を使わせていただきたいと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 



 

 

 

 

○建設課長(酒井俊一君） ７４ページの現在までの除雪費予算の実績についてござい

ますけれども、現段階で５,７２０万円と試算しております。それと仲の浜地区の防雪

柵の関係でございますけれども現段階では具体的に方向性は示されておりません。以上

です。 

○議長（波岡玄智君） ９番川村議員。 

○９番（川村義春君） ７４ページの除雪費の関係ですけれども残りは、１,３００万

円くらい残っているということですね。簡単に現在の方向性は示されておりませんとい

う話ですけれども振興局に対してどういう要請をして、その回答結果がどうであったか

というところまで知りたいし、町の方では、強く要望するということで一般質問に答え

ているわけですから、どういうアプローチをしていくのか、その辺までお聞きできれば

ありがたいんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

それから放課後児童クラブの関係ですけれども、父母の方から高い評価を受けている

という事で安心して通わせることができ、２８年度以降も小学校を使い続けるという事

で私は、よかったと思っております。これは答弁要りません。 

それと診療所の一部負担金ですけれども、１２月に負担金を無くして欲しいという事 

で１月・２月・３月分での１２２万８,０００円と理解をします。それをなくすかわり

に備品をタイムリーにという話ですけれども、その備品購入については、町の予算では

なくて独自に買うというふうに理解してもいいんですか。 

この負担金については、簡単に減額すべきものではないと思います。 

以前、麻生先生に診療所の方で一部負担金をなくしてほしいと言った時、その趣旨の

決算が赤字になれば、これ以上運営できない状況があったので負担金をゼロにしたとい

う経過があったと思いますが今回は、そうではないとすれば備品については、独自で調

達するという事であれば私は、理解できるんですけれども、どうして負担金をゼロにし

たのかという事を改めてお聞きしたいと思います。 

それから、北海道釧路地域と東京都特別区の交流促進事業負担金ですがこれについては、

詳しく説明してもらったんですが、なかなかメモがとれなく、３８ページの４４万２,

０００円については、日暮里マルシェでイベントが終わっていて、その負担金が２分の

１だったんですが、振興協会で補助を出すと直接補助をだせないので、町の負担分２分

の１を補助するための負担金と理解していいですか。そういう事ですよね。 

それと、４２ページの４２０万円は、国の交付金を活用して更に都市との交流を進め



 

 

 

 

る事業として荒川区に推進員を１人配置して、釧路管内のプロモーションなどをつくる

費用にあてる。合わせて物産展での開催等で総事業費が４,４９２万８,０００円、釧路

振興局で５４２万８,０００円、荒川区で６００万円、管内で４２０万ずつを負担して

この事業を進めると理解してよろしいですか。 

それと３６ページの備荒資金組合の超過納付と人づくり基金の関係ですけれども、備

荒資金組合については、普通納付が８,２９２万７,０００円。８,２９８万７０００円 

超過納付が９億２,３４８万２,０００円で１０億を超えるという状況になっているとい

うことで万が一の災害等に備える準備は結構容易にできるし、借りかえ運用とかも可能

になるという事で理解しておきたいと思います。  

人づくり基金については、１月末では、１,３００万円くらいあって３,２００万円で

すから、４,０００万円超えるということで、今後これを原資に人づくり事業がさらに

進むというふうに理解をしておきたいと思います。 

次に地方公共団体の情報システムの通知カードの件ですけれども、まだ７８件が未受

理者で貰っていない人がいるという事であります。今後これは、どのように対応して 

きちんと届けるのか、もしこれが届かなかった場合に本人は、どういう不利益を被るの

かという部分についてわかれば教えていただきたいと思います。 

それから、個人カードについては、あまりないのですね。１２２件中４１件の交付と

いう事ですから、これについての考え方ですけれども、税金の申告等にマイナンバーが

使われるというふうになると思うんですけれども必ずその個人カードを作らなければ

ならないのかどうか前の議会でも聞いたことがあるんですけれども私の確認では、当面

は通知カードの番号によって対応できると聞きましたが、ただ個人カードについては、

身分証明のかわりになるので、つくっておいた方がいいですよという程度のものだった

ような気がするんですけれども、さらにその辺を教えていただきたいと思います。 

そこの部分の１０５万８,０００円増えた分当初２１９万７,０００円の予算だったのが

１００万増えたという事で単に事務費の負担金と説明をされて事務費というのは、どう

いうものがあるのか。その事務費の内容等は、わかりますか。 

例えば人件費とか色々ありますよね。需用費関係で目立つようなもの。 

こんな事に大きく１００万かかったんだという事があれば知りたいのです。 

全道からそのシステム機構へ行くんでしょうけれども、その分が請求して増えたという

事なんでしょうか。その内容を知らないと簡単に質問もできませんので、もしそれがわ



 

 

 

 

かれば教えてください。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ３８ページの釧路地域東京特別区との交流推進事業の

４４万２,０００円の関係でございます。大変解りにくいご説明だったと思いますけれ

ども、当初この協議会の中ですべての会計を経理する北海道からの補助金と振興協会、

町村会、荒川区の負担金の中で経理するという事で当初進んでいたことから、予算計上

を見送っておりました。その後、振興協会の方でいろいろ補助金の要綱とかを確認した

ら、この協議会には補助金を出せないと言われました。振興協会は、あくまでも市町村

単一に対しての補助金しか出せないということで、道の補助金と荒川区からの負担金を

除いた分をそれぞれの市町村に負担をまず求めて、そのかわりその負担分全額について

振興協会と道の町村会が全額支援しますとの事で、それぞれ２２万１,０００円ずつ振

興協会と北海道町村会がそれぞれの町村にその負担金相当を助成するということで事

業の予算の環境をやっているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ２０ページの町立診療所委託業務一部負担金の関係の

質問でございますけれども、契約内容の変更につきましては、まず１５％の人件費の負

担をなくすということと、建物に付随する備品は、町の方で購入いたしますけれども、

それ以外の備品購入費につきましては、受託者である歯科医師が購入することと内容を

変更して契約をさせていただいております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

仲の浜地区の防雪柵の関係でございます。この防雪柵の対策につきましては、平成２８

年度の期成会要望にも要望をあげていますし、先に２月の中旪だったと思いますけれど

も、北海道の社会資本整備に関わる次年度要望２９年度要望の際にもこの事につきまし

ては、早期な対応をお願いしたいと言うことで要望はしているところでございますけど

も、なかなか良い案、回答がもらえないというのが実態でございます。 

これにつきましては、引き続き地域の要望をしっかり北海道の方にも伝えてできるだけ

早期に解決するように努力していきたいというふうに考えているところでございます

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長 （渡部直人君）３６ページの地方公共団体情報システム機構の負担金に関



 

 

 

 

しての質問です。  

マイナンバーの通知カードの件ですが、３月４日現在７８件まだ受け取っていない方

がおられます。この分につきましてのまだ受取っていない方の対応といたしましては、

町の広報２月には、防災無線の方でお知らせしていただいております。 

それと１月に入ってからですけれども本人には、普通のはがきで通知しております。 

カードは、簡易書留なものですから転送不用となっておりますので実際出稼ぎへ行って

いる方とかそういった方などを含めて受け取っていないケースが結構ありました。 

他の総務省の方では、３カ月ということで原籍に帰ってこられない方もいますので町の

対応としては、その時点で６ヵ月にしようという事で５月末まで待つ事に決めておりま

す。各町村でも、名簿をみさせてもらうと町内にいない方とかも実際にいて、単身者で

なかなか来られない方でも、各町村で受け取れるようにしまた。そういう部分について

要望等があれば休日とか時間外で対応しようかと思っていたんですけれども、葉書をだ

して１月になってからは、結構取りに来てくれた方がおりまして今後、会社にお勤めの

方とかは、マイナンバーの個人番号を事業主に提出しなければならないという事がでて

きますので、実際住んでいない方とかの扱いもあるので、それは、住民基本台帳法に基

づいて来られる方が増えています。 

もう１つは職権削除とか補足で調査も最終的に必要なのかなと思ってます。 

先程言った６月間を過ぎると原則廃棄なのですが、廃棄した場合に本人がもし必要だと

いう事で来た際には、再交付という形をとり通知書については５００円ということで手

数料がかかる事になります。このマイナンバーの個人番号自体は、行政手続をする際に、

１月以降の記入欄例えば、国民健康保険の保険証の資格取得や喪失の届出が必要な場合

に書く欄があります。所得情報等を最終的に把握する場合がありますので行政手続の部

分で必要な書類、例えば住民票、国保の場合町外から転入してくる方とかもおりますけ

れども、本当は、課税証明とかでできる場合もありますけれども、乳幼児医療も必要で

すし、そういう添付書類での番号を書いていただきマイナンバーによって管理するとい

う事になります。これについての手続き的な連携については、来年の７月以降でありま

すけど、届出書の中で添付書類が尐なくなると町民方々の利便性が図れるのではないか

と思います。 

それと個人番号カードから最近マイナンバーカードに名称が統一されてきておりま

す本人の写真がついて身分証明書代わりや議員がおっしゃられました自宅でできる税



 

 

 

 

金の申告ｅ－Taxが結構多いのかなと思います。免許証を持っていない方は、本人確認

の際の確認書類にもなっているようです。手続的には、国の方は、マイナンバーカード

を作って下さいという事になっておりますので広報等含めて通知していこうかなと思

ってますけれども、今すぐ変わるという部分での窓口の説明では、通知カードをしっか

り把握して各手続の際には、大事に保管して下さいと説明しておりますので、取りにき

た方にはお話させていただいております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○9番（川村義春君） このマイナンバーカードは、来年の７月以降になると医療費の

手続等に使われることになるので、できるだけ多くの方に取得して欲しいというような

事をお知らせして、期間は３カ月から６カ月にのばして、とりに来てもらうという事で

理解いたしました。出稼ぎに行っている方も結構いると思いますので、その辺は時間外

になるかもしれないですが休日等に出向いて出来るだけ未受理者をなくするという努

力をしていただければと思います。それから、事務費の関係については理解をいたしま

した。 

あと、防雪柵の件ですが期成会要望とか道の次年度要望についても、なかなか実効性

が見えないので、今後も引き続き強く要望していくという事で聞きましたので今後も努

力をしていただきたいと思います。  

それから、診療所の一部負担金の関係ですけれども、負担金をなくし、建物等の補修

等を除いて内部の医療用機器等については、自分で入れるというふうに理解していいの

かその辺を確認して終わりたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） 議員がおっしゃられたとおり医療機器の購入をしてい

ただくという事になります。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

４番中山議員。 

○4番（中山眞一君） １９ページ町税の補正ですが、当初予算からみるとかなり個人

の町民税が約１割くらい増えていて、これは当初の見込みよりかなり増えているという

事で、現年度分の固定資産税につきましても、かなり多くなっております。大変嬉しい

ことですし町民の方々もこれだけ税金を多く払える状況になってきたのかと思ってい

ますけれども、この主な理由としては、徴収努力もあるのかもしれませんけれどもその



 

 

 

 

理由をお知らせいただきたいと思います。 

次に２２ページ使用料及び手数料で教育使用料の町民パークゴルフ使用料ですけれ

ども、当初予算４６万６,０００円に対して９万２,０００円の減額ですがパークゴルフ

場の利用状況は、ここ数年間どのように推移してますでしょうか。利用者が増えてきて

いるのか、それとも減ってきているのか、そしてまた年間パスポートを買っている人は、

どの程度の方がいるのかおしえていただきたいたいと思います。 

２８ページ雑入の風力発電余剰電力売電収入。当初予算１,６８６万９,０００円に対

しまして約２０パーセント減のマイナス３４８万５,０００円の補正ですけれどもこれ

は、なぜこのような状況になったのか繰越明許費で４０ページ風力発電施設管理修理費

で３８８万３,０００円みられていますけれども、この辺との絡みがあるのかどうかそ

れも含めて教えていただければと思います。 

そして、資源物売払収入これも当初予算８８９万１,０００円に対しまして、２８９

万１,０００円の減という事で約３２.５％、３分の１ぐらいに減っている訳をおしえて

いただきたいと思います。 

次の３０ページ町史の売払収入ですけれども当初予算としましては３００冊を６,０

００円で１８０万円の予定でみてましたけれども、これが１３６万２,０００円の減で

町史が売れないのか、それともまだできていないのか、これから売っていくと言う事な

のか、町史の売れゆき状況を教えていただきたいと思います。 

次に、５２ページ常設保育所運営に要する経費に関連しまして、尐しお尋ねさせてい

ただきたいと思います。当初予算委託料で茶内保育所施設耐震診断業務委託料としまし

て２６４万６,０００円の計上されておりました。１２月定例会におきまして執行残と

しまして３７万８,０００円の減額になりました。このときに１２月議会で、６番議員

だったと思うのですが、耐震化診断の結果を質問をされたと思うのですが、その時点で

は、まだ結果が出ておりません、診断結果がわかりません、診断結果がでしだい公表し

ますという事で診断結果は、いかがだったでしょうか、それにつきましてお尋ねさせて

いただきたいと思います。 

次に、７８ページ災害対策に要する経費の委託料津波避難区域基礎調査設計業務委託

料３３７万９,０００円で今回のマイナス２万２,０００円ですけれども、この基礎調査

の設計業務の委託というものであって、この結果がでたのか教えていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 



 

 

 

 

先程９番議員から７４ページの町道の除雪業務の委託料３,０００万円の追加で現在

まで５,７２０万円を使っているという事ですけれども、この冬この地域に降った雪は、

私の記憶では３回だったような気がするのですが確かに降る量も多かったのですが、こ

の３回に対しての５,７２０万円使った出動日数がわかればおしえていただきたいと思

います。 

○議長（波岡玄智君） 税務課長。 

○税務課長（梅田一光君） 質問にお答えします。歳入町民税の個人と固定資産税現年

度分の増加部分なのですが、収納率が当初９７％で見ていたところ、職員の努力と町民

の税金の支払いに対しての思いがあって現在９７．５％で０．５％伸びでの掲示をして

おります。２月末で実は、９８％若干超えてますので、もう尐し伸びるのかなと思って

おります。 

それと当初調定した時に、確定申告前に予算を作るのですが実は、昨年昆布が良くて私

たちが思っていたよりも確定申告をしたら所得が上がっていたので調定額自体も実は、

増えているのです。その部分で今回入ってきたのとあわせて、９７．５％で現在策定し

ます。固定資産税においても実は評価替えの年であっていわゆる３・１１以降は、海岸

方面における土地については、下落傾向にあるということで私たちは、想像してたんで

すが当然海岸については、下落傾向だったのですが茶内市街地以降については、横ばい

という事で、そのままで計算しております。 

それについても固定資産税が若干当初見ていたよりも評価替えも予算査定のあとから

決定していくので、そこの見誤りがあったのかなと思っています。滞納整理機構とか町

職員の努力で町民の税金に対する思いなどがあり高水準で回ってるという事をご理解

をいただければと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（箱石雄彦君） 議案２２ページ町民パークゴルフ場使用料の減額につ

いてお答えいたします。パークゴルフ場について２７年度については、５月１２日から

１１月５日まで開場しまして、利用者が全体で３７７３名にとどまりました。 

開放日数は１７１日です。それで今回減額となった理由なのですがシーズン券が当初見

込んでいたよりも６人尐なくて１人５,４００円の減額なんですけれども、これで約３

万円、１日利用者数が町内で１００円なんですけれどもこれは、６０人の減、町外の１

日利用者数が１６６人減の１人当たり３２０円なんですけれども、これを足して９１,



 

 

 

 

５２０円の減額という事になります。それで最大の理由としては、町外の利用者も一応

管内で増えているというのも理由なんですけれどもシーズン券を買う方が５,４００円

で５４回来れば元がとれるんですけれども、そういう方も尐し分析した事があるですけ

れどもだいたいそれを上回るような来場は見られません。逆に愛好者は、色々なコース

を回りたがる傾向もありますし以前は、根室から２５年度・２６年度開場が遅れたとい

う事で、こちらの方に混雑されてこられたという事があったのですけれども今年度は、

あまり見られませでした。 

これが収減になっているのではというふうに感じております。 

それと利用者の高齢化です。シーズン利用券を買われている方なんですけれども、な

かなかこれについては減るばかりです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（海道政俊君） ２８ページの風力発電余剰電力売電収入の減額の件で

すがこれにつきましては、まず今停止している経過を１月２７日にピッチハンチング 

の警報が鳴りまして、風車の製作メーカーである三菱重工株式会社に連絡し、ご指示を

受けております。その時は、変電盤の復旧をかけ運転させておりましたが２月１日にま

た同様の警報がなりまして三菱側から現地調査に来るいう事で２月３日現地調査に技

術員が来ておりまして、調査した結果、羽の部分の可変リンク機構の軸受け部分のガタ

つきが原因だという事で推測されましたのでこれは磨耗によるもので、軸受け部分の型

つきがスムーズにいってないという事で警報が発信されていて、その部品を交換しない

とならないという事で、その部品の中身についても油圧シリンダーの納期が受注生産の

ため納期がかかるということで、今発注も早急にかけまして５月末には、復旧見込みだ

ということになっております。それで今回歳入の減額なんですけれどもそれが２月９日

から完全に停止しておりますので、２月・３月の２カ月間が見込めないということで、

現在、売電収入が１,３３８万４,０００円あります。それで売電収入の予算が１,６８６

万９,０００円を予定しておりましたので、差し引きで３４８万５,０００円今回減額し

ております。以上でございます。 

○町民課長（渡部直人君） 町民課長。歳入・雑入の２８ページ資源物売払収入の２８

９万１,０００円の減額についてお答えいたします。この分の主な理由といたしまして

は、市場単価の下落というのが大きな要因です。特に大きかったのは、鉄類で具体的に

申し上げますとスチール缶が２６年度単価２８円だったものが、２７年度で８円という



 

 

 

 

ことで大幅な下落となっております。それに合わせて雑鉄が１キロ当たり２４円５０銭

が３円という形に下がっております。アルミについても、キロ１００円が８０円という

形で下がっております。数量的には前年度２６年度で６１７．５トン。９０４万１,０

００円という形の収入がありました。今年度１月末までに数量では５２５．３８トンで

５２３万円という前年度対比で３０％減という事になっております。 

この度の市場価格の減による部分で減額補正させていただいております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ３０ページの町史売払収入１３６万２,０００円の件

でございます。当初予算では、３００冊を単価６,０００円で１８０万円計上させてい

ただいております。昨年度当初予算計上するときには、まだ販売単価は、決定しており

ませんでした。その後、５月から正式に販売する段階では、一般財源で作成していると

いうことを鑑みて町民の皆様には、１冊３,０００円、町外は６,０００円で販売すると

いう事で内部決定し、その後販売したところでございます。今までの販売数なんですけ

れども当初１０００部印刷しております。寄贈分が３３９冊それから町内での販売が１

３６冊、町外が１冊、販売者数が１３７冊で４１万４,０００円になったという事で、

この度の件になったというところで更に５００冊程度残っておりますので、今後も町史

の売払いに向けてまたＰＲしながら更には町外出身者への案内もしながらこの町史を

だしていきたいと考えてるところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） ５２ページの常設保育所運営に要する経費の関連の質問

でございますが、茶内保育所の耐震診断の結果につきましてご説明させていただきます。      

茶内保育所の耐震診断の結果につきましては想定している震度６強から震度７程度

の大地震が発生した際、倒壊の恐れがあり、または場所により倒壊の危険性が高いとの

診断結果が出ています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 本年２月２９日までの業務期間でありまして札幌市の

業者が３３４万８,０００円で業務を行っております。業務内容ですが、１つには、避

難対象地域の検討という事で４地域の津波、自動車の免許保有者数、自動車の台数避難

経路等の確認です。４地域といいますのが、琵琶瀬親睦・仲の浜・新川・暮帰別でござ

います。業務内容の２つ目としまして、避難対象施設避難経路の検討を行っております。



 

 

 

 

この各地区において避難対象施設や、避難に要する時間と避難場所の検討を行い施設等

の希望の想定をしております。 

３つめとしては、避難計画の検討でございます。自動車での避難ということになって

おりますので、避難に要する時間・避難先・避難の状況の確認。それらにより問題点の

抽出を行います。これは地域ごと車の保有台数により交通シュミレーションを行ってお

ります。４つめといたしまして、対象案の検討としまして、最終的に３の結果に基づい

て耐震対策案を考慮しています。それでこの部分は、一般質問でも提出がございますの

で、今回調査内容等で説明をさせていただきました。一般質問の回答時にこれに関する

報告書の資料を提出いたしますので、この報告書の資料については、別の機会に説明が

できればと考えておりますので、よろしくご理解願いたいと思います。 

○建設課長(酒井俊一君） 出動日数に関してでございますけども、２０日を超えた日

数だったと記憶をしております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○4番（中山眞一君） 町税の収納状況ですけれども、大変うれしく思います。努力も

あったでしょうけれども調整額が低かったという事で、その点では９８％を超える収納

になるという意味で町民の納税意識も高まってきたのかなと思ってます。 

その中での固定資産税の収納率をおしえて下さい。 

それからパークゴルフ場の９万２,０００円減額となった理由ではなく、２７年度が

３７７３名の利用があってその他にシーズン券を何人が買われているのか、これは２５

年から２６年にかけて増えているのか、減っているのかをおしえていただきたいと思い

ます。 

風力発電は、５月の末にできるだけ早く稼働できればと思います。資源物の売払収入

ですけれども単価の下落ということで２８円が８円、２４円５０銭が３円と初めてこう

いう金額を聞いたのですが、この理由というのは何があったのか、わかればおしえてい

ただきたいです。 

それから、５２ページの茶内保育所の耐震で危険な状態にありますという報告でござ

いましたが、これは働く職員の方または保護者は、ご存じなんでしょうか。 

これに対しまして、この危険な状態のまま放置する予定なのかこれに対しての対応は、

どうしたらいいのか、そしてこの周知がされているのかどうかを含めてもう一度お伺い

させていただきたいと思います。 



 

 

 

 

それから、７８ページ一般質問に関連するという事なので聞かない方がいいのかもし

れませんけれどもこの診断結果は、今時点で一番問題点があるというところがあればお

しえていただければと思います。 

それから、除雪３回の降雪で２０日間の出動というふうに捉えて良いでしょうか。 

その事だけもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（箱石雄彦君） ４番議員の再質問にお答えいたします。シーズン利用

券の利用者ですけれども２７年度については、１９人です。それで、年々減尐傾向にあ

ります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ２８ページの資源物の売払収入の関係ですけれども、これ

は、市場単価の減という話ですけれども主な理由は、スチールの部分で言うと中国の経

済の状況が大きいのと搬出している業者に確認したら中国の経済も減速していますし、

中国自体で、その鉄鉱石を使って鉄を作るというものがあるらしいです。その部分で、

国内の方も逆に中国で作ったものを仕入れるという部分なのですが、そちらの方も多く

ないので全般的に市場単価が大幅な減という事になります。 

当初は、２７年度に入札したのですが、あまりにも下がりすぎたので、１０月以降単

価を見直してくれないかという話があったのですが、そこを含めてスチールの部分では、

尐し下げさせてもらっている結果があります。それで３割の大幅な減収見込みとなって

おります。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） ご質問にお答えいたします。まず、茶内保育所の保護者

は、このことについて知っているかという質問なのですが、まだ保護者の方には、耐震

診断の結果については、周知していおりません。３月の２０日過ぎに常設保育所におき

まして、保護者への説明会がありますので、その時に兼ねて一緒にこの診断結果の内容

を説明したいと考えております。また、今後の対応としましては、診断結果における考

察というものをいただいていまして、診断結果のとおり建築物が倒壊または、崩壊する

可能性が高いですがあくまでも、可能性を述べている為、明確な結果ではないというこ

とも承知願いますというような考察を受けております。 

それと、この耐震診断の結果を受けて、今後どのようにしたらいいかという対応ですが、



 

 

 

 

茶内保育所は、昭和４９年の建造物であることから現在、入所児童数が増加していると

いう事で耐震改修工事を行うかまたは新たに建設するかというどちらかを選択しなけ

ればいけない事と、もし改修を行うのであれば保育を行いながらの改修工事となること、

将来的な保育所の配置数がまだ定まっていないことなども含めて、もう尐し詳細につい

ての検討が必要な事から、最終的に改修耐震工事でよいかまたは、新たな施設を建設す

るかということについて早急に検討して判断していきたいと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（小原康夫君） 先程ございました問題点をかいつまんでという事でご

ざいますので、ご説明いたします。琵琶瀬親睦から暮帰別に関しましては、琵琶瀬湾の

第一波到達時間の２１分と沿岸最大推移ＭＧロードの避難では、３４．６メートル。  

そして暮帰別・新川東については、榊町方面に避難しますので、沿岸最大推進を１４．

８メートルと設定します。それで問題なのが車の台数なのですが、これは、独自に各地

区の方から聞き取りをしまして台数を確定しています。この台数を参考に各地域で昨年

９月３０日に作成しまして、津波計画で車での方向は、決めております。 

まず、琵琶瀬親睦については、展望台に逃げます。これについては、時間内に十分ク

リア出来ます。そして、仲の浜・新川西については、ＭＧを経由して茶内市街方面へ避

難します。これについても車の台数から換算すると、避難することは可能です。 

ただ、暮帰別・新川東については、速度が別海厚岸線は、５０キロの規制設定で、Ｍ

Ｇは６０キロ、新川東と新川西の一部は、４０キロ。仲の浜・琵琶瀬親睦については５

０キロという想定で交通シュミレーションを行っております。実際最終的に新川東と暮

帰別については、５０キロで走行した場合には、避難が不可能となっております。それ

についての対策を４番の対策案ということで見学させてもらいました。  

それで細かい数字を言っても、聞きとりにくいと思いますので、それらについても明日

の資料等でまた決めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 建設課長。 

○建設課長(酒井俊一君） 除雪の出動日数に関してでございます。あくまでも現在ま

での延べ日数でございます。大雪に係る分だけではございません。  

例えば原野方面で吹きだまりができまして出動した場合あるいは、次の朝の凍結に備え

て塩カル等を散布した場合それらも含めての２０日間を超えたくらいの日数という事

です。 



 

 

 

 

○議長（波岡玄智君） ４番中山議員。 

○4番（中山眞一君） ２２ページのパークゴルフ場の件ですけれどもシーズン券は、

２７年度１９名で年々減尐しているという説明だけだったのですが、私が聞いたのは、

パークゴルフ場で２７年３７７３名の利用があった。それならば２５年は、何人利用し

たんですか。２６年は何人利用したんですか、その時のシーズン券を買った人は何人い

たのですか、その数字を教えていただきたいと思います。 

それと５２ページ父母への説明は、３月２０日説明会で予定しているということです

けれども、この耐震化の診断結果が出たのはいつでしょうか、それから３月２０日まで

そのまま放置していくつもりなのか。先程の説明の中で今後については、耐震化工事を

するのか建て直すのか、それらも含め、これから検討していかなければならないという

ことですけれども、すぐに崩壊しないとしても万が一の場合一刻を争うような対応もせ

ざるお得ない事もあるのではないかと思うのですが今後、理事者側も含めて検討し建設

課等の判断も仰ぎながらという事なんでしょうけれども、この辺は担当者よりも理事者

の方から思いつくことがあったら説明していただきたいと思います。 

以上よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 税務課長からの答弁があります。 

税務課長。 

○税務課長（梅田一光君） 先程、説明を申し上げた時の回答なのですが予算対比で収

納率がいくらかという事で予算対比当初９７％を予定していたのが今９７．５％で補正

を追加させていただいたという事での予算対比であります。現在の調定額なんですが、

固定資産においての予算では３億１千４５万７,０００円なんですが現在では,３億９１

８万７,０００円の調停で、それによる収納率なのですが９７．１％となっております。

残り尐ない５月までの出納整理期間まで努力して９８パーセントに近づけたいなとい

うふうに思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（箱石雄彦君） 実績からお答えいたします。２４年度以降の資料しか

持ってませんけれども全体の利用者数は、４４２６人です。２５年度が４３５２人。 

２６年度につきましては、４０６０人です。シーズン券の利用者なんですけれども今年

度は、１９人昨年度は、２５人という事なのですが手元に明確な資料がありませんので

後でお知らせいたします。 



 

 

 

 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本賢君） 耐震化につきましては、１０日にあがりました。その結果につ

いては、４９年の古い建物であります。学校など５６年前のものは、耐震化の動きが早

かったのですが厚生労働省等の関係あるいは、文科省の対応と違うのかどうかわかりま

せんが耐震化に至りました。それで古いので結果がでるということでありますが、現場

では、議会も含めまして方向性をだしてからいう事で検討していますが、まだでていま

せん。 

現場の方は、そういう考えですけれども私は、早々に結果のみだけでも保護者等には伝

え議会にもしかるべき場面でお伝えしたいとは思っていますので、そのように指示をし

ます。方向性というのは、例えば１２月１０日にあがって、例えば危ないから建て替え

ますと言っても予算編成に間に合いません。耐震の補強をするかどちらかにしても時間

的に間に合わないので、予算化に至りませんでした。このような事がありますけれども、

現場等の建設あるいは財政の方も含めまして早々に方向性を出して１日でも早くその

危険を回避したいという事で考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思い

ます。 

○４番（中山眞一君） この耐震の結果が出たのは、いつなのか教えて下さい。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（松本賢君） １２月１０日です。 

○４番（中山眞一君） わかりました。 

○議長（波岡玄智君） 他に質疑ありませんか。 

１番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） ４０ページのふれあい交流・保養センターの燃料費について質

問したいと思います。自分たちの家計でもそうだったんですけれども、今年の冬の燃料

費は例年に比べ安かったので家計も大変助かりました。先程、除雪の説明もありました

けれども、その中でも除雪回数が尐なかったことから、去年と比較しても尐し余裕があ

ると説明を聞いていましたが、２７年度全体を通してこの建物にかかる燃料費を抜粋し

て浜中町では、いくらかかったか。通常今年の場合これだけの暖房費としての総額は、

どのくらいかかっているのかを説明して下さい。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 全施設という事で財産管理上は、総務課ということになろ



 

 

 

 

うかと思いますので、私の方でお答えしたいと思いますが残念ながら全体での燃料費の

集計は、しておりません。数字的には、お答えできません。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 今日は、できませんけれども後日、集計してお答えいたし

ます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

３番鈴木議員。 

４点ほどお伺いいたします。６０ページその他農業行政事務に要する経費の機構集積

協力金交付事業ですが、これは３件で１６７．８８ヘクタールの中山間管理機構の事業

が始まったという思いで私的には、尐し補助金事業ですので、この事業について皆さん

には、解りやすく説明をいただければと思います。 

次６２ページ青年就農給付金事業補助当初予算で４５０万の計上があったんですけ

れども今回３７５万の減額。大幅な減額となっておりますけれども、この減額となった

理由についてご説明をいただきたいと思います。 

次に産業振興資金貸付金これも当初予算で１,５００万の予算計上があって１,３００

万の減額。この予算計上にあたっては、これまでは、希望者の取りまとめをしながら、

予算計上されていたのかなと思いますけれども、それにもかかわらず大幅な減額になっ

た理由についてお知らせをいただきたいと思います。 

次に歳入なのですが、２０ページ８款 国有提供施設等所在市町村助成交付金５０万

の予算に対して２０万減額をされております。この交付金については、以前は、５００

万余りがきたと思うんですけれども、急激な減額がここ数年続いております。その辺の

理由について把握していればお聞かせをいただきたいのと隣町の厚岸町・別海町につい

ても同じような比率で減額をされてきているのかお答えしていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長(藤山功君） ６０ページの機構集積協力金交付事業補助の内容についてご

説明したいと思います。 

まず、今回計上しております協力金交付事業というのは、説明に入るときに農地管理

機構という機構が直接の事業になっているわけなんですけれども、この農地中間管理機

構というのは、北海道においては、北海道農業公社がこの事業になるということで、平

成２５年に法律が新たに制定されたことによる知事の認可において北海道農業公社が



 

 

 

 

この農地中間管理機構としてそれに向けた事業になる指定された団体という事であり

ます。この団体が今回あげました協力金の交付事業の中の耕作者の集積協力金交付事業、

この交付金事業の中身としましては、地域内の分散している農地ですとかそういったも

のを最終的にはその機構の方へ農業者が事業を使って機構が借り上げた農地を新たな

周辺ですとか、相手の方にその一定の農地を貸し付けるというところまでの一連の事業

の流れがあります。 

この交付金につきましては、その機構の方へ農業者が農地を貸し付け農業者に機構から

みますと農業者から農地を借り入れた際のその借り入れた面積に応じての協力金とし

て、貸し付けた農業者の方に交付されるお金これが先程議員がおっしゃられましたけれ

ども、３件ありまして機構の方に貸し付けた農業者３件の合計が１６７．８８でそのヘ

クタールあたりの２０万円を貸し付けた農業者の方へ機構の方から交付金という形で

お支払いをするというような事業の仕組みになると思います。 

その機構の方としましては、その借り入れた農地を新たにその地域の担い手そういった

方々に貸し付けることで、中間管理事業が成り立っているというような事でございます。

ですから、今回の３,３５７万６０００円についてもこの３件の農業者の方へ機構から

交付される売ったお金を町で措置しまして、それを農業者に交付するということで、今、

予算措置させていただいたと言うことであります。それから６２ページになりますが、

青年就農給付金事業補助ここの部分につきましては、当初議員がおっしゃるように４５

０万円ということで、予算措置させていただいておりましたが、実は、昨年のことにな

りますけれども、平成２６年補正予算で２７年の支給分を前倒しして支給していただき

たいという事で国の方から言われまして、その際にその時点では、当初２７年の予算編

成措置も終わっていましたので、その時４５０万というのは、２７年度当初のままで実

質につきましては、２７年度の前倒しで払った２６年３月に補正予算を行って払った額

の交付２件分をそのまま減額させていただいたという事であります。 

ですから２７年分については、それ以外の当該２７年度に交付されるべき１件分の７５

万円のみ支出に至ったという事であります。 

それから同じく６２ページ産業振興資金貸付金この部分でありますけれども、当初は、

毎年予算編成期１２月末までに農家さんの方にいろいろと自治会配布等で希望を取り

まとめをしまして、そのときに予算編成時につきましては、実際のところ４件の方々か

ら希望があったわけなのですが実際に新年度に入りまして、その具体的な貸付申請の段



 

 

 

 

階で３件の方々が辞退されたという状況になっております。 

理由としては、初乳牛の値段の高騰ですとか、そういったところでの限度額を５０万円

という事で１頭あたりという事もありますし、その中で自己資金が相当かさむというよ

うな理由も含めまして３件の方々が辞退されたというケースになっております。その後

にも貸し付けの希望の取りまとめを行ったところなんですけれども実際には、その値段

ですとか、その辺の市場価格も下がらなかったという事も原因にあろうかと思いますけ

れども追加で希望をとった中でも最後の貸付申請がなかったという事で結果としては

１件の４頭という事での貸付実績になったというような事であります。 

経過としては、そういったの状態として今回減額させていただいたという事になります。 

以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） ２０ページの国有提供施設等所在市町村助成交付金の

関係でございます。この交付金につきましては、既にご承知のとおりだと思いますけれ

どもこれは、自衛隊が使用する資産に対して所在する市町村に交付するという固定資産

税的な交付金でございます。議員がおっしゃるとおり、かつて平成一桁台だと思うんで

すけれども、米海兵隊が演習場に入るということで、一時的に５００万程度までを増額

された経過がございます。その後この分がなくなりましては、現在としては、純固定資

産税的な交付金と本来の交付金制度に戻っていったという事でございます。 

２５年度では８３万６,０００円、２６年度では５０万６,０００円、今年度では、およ

そ３０万程度の固定資産税相当が交付されるというふうな状況でございますので、ご理

解いただきたいと思います。あくまでも、固定資産税的なものでございますので矢臼別

演習場それぞれの市町村の所有する面積によって、それぞれ配分額が変わってきます。

他町村の交付額等について本町には知らされておりません。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 鈴木議員 

○３番（鈴木誠君） 中山間管理機構に係る交付金の問題ですけれどもこれは管理機構

である公社に交付金が渡されて、それが貸している農家に行くというふうに理解してい

いのですね。これが１ヘクタール当たり２０万ということは、これは永久に続くという

ことなんですか。それとも一時的なものでその後については、どうなっているのか私ど

もが危惧するのは、こうした貸し手に対して、これだけのメリットがあり、言いかえれ

ば農地の所有権が移転されないということは、なかなか移行していけない理由であって



 

 

 

 

非常に不合理な政策だったと思っておりますけれどもこれで、機構からいわゆる借り手

に対する賃貸金額とかその辺を御説明お願いしたいと思います。それから、国有提供所

在交付金の問題ですけれども米海兵隊がアメリカから矢臼別に移ってくる際のいわゆ

る機嫌取りのための増額だったというふうな理解をできるのかなとそれが今、課長の答

弁ですと本来の固定資産計画に戻ってきたということですから、今の数字が浜中町で言

えば、わずか６ヘクタールくらいだと思うのですが、これ以上は、下がらないというよ

うな見込みでよいのか、大きな影響がないのかもしれませんが、その辺がわかればこの

際お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長 

○農林課長(藤山巧君） ６０ページの機構集積協力金の関係ですけれどもこの制度を

ヘクタールあたり２０万ということで、現在平成２７年で措置されていますが、今後と

いうことで今、機構の方で制度的にこの協力金の部分については、制度的にはまだ、残

って今後も進められるということなんですけれどもただ、ヘクタール当たりの単価の部

分なんですが、今機構の方でこの事業を進めるに当たって予定されている単価の部分で

説明申し上げますと、平成２８年から２９年これにつきましては、半分のヘクタール当

たり１０万円で協力金を交付したいという計画でいるようです。その後、平成３０年に

ついては、そのまた半分の５万円といった形で集積協力金の事業自体は残っているんで

すけど、それぞれ経年の経過措置といった形の中で今言った年数のようなスパンを持っ

てヘクタール当たりの単価を引き下げながら、この事業を進めで制度的なものだとして

は、伺っているところです。 

それから、もう１つは今回の中間管理機構への農業者からの貸付については、最低限

１０年間は、機構の方へ貸し付けしていただくということが一定程度のルールになって

おりますので、尐なくとも１０年間は機構の方への貸し付けという賃貸の状態で、機構

から借り入れる農場についても、それと同じ年数の１０年という事が最低限この事業で

機構の事業を使った場合のルールという事になってております。その１０年たった後の

ところにつきましては、それに応じて機構の方から再度賃貸の契約をするものなのか、

その時点での売買という形になるのかは、その１０年後の時点でそれぞれ貸付者のご判

断ですとか、そういったことにもなってくるかと思いますけれども以上、今の事業制度

上では、そういった形で進められていくという事で、ご理解いただきたいと思います。

以上です。 



 

 

 

 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 先程の国有提供の交付金でございますけども、議員が

おっしゃるとおりお手盛り的な予算だったのかなというふうに考えております。 

それと今後の固定資産税の関係でございますけれども土地に関しては、ほぼ動きませ

んけれども今後、建物・工作物の価値化によっては、さらに下がる事もあるかと考えて

いるところでございます。 

○議長（波岡玄智君） ３番鈴木議員。 

○３番（鈴木誠君） 管理機構についてさらにお伺いしますけれども、確認の意味では

管理機構に貸し付ける農家は、２７年度ですと交付金と合わせて農業委員会で斡旋する

賃貸料は毎年もらえるというふうに理解してもよろしいんですね。 

今後の見通しとしては、その２８年、２９年は、その半額。更に３０年以降は、５万円

という見通しだという事なんですよね。 

そうなると２７年度に貸し付けた３件の農家の方々というのは、１ヘクタール当り２０

万円プラス年間の賃貸料が入ってくるというような仕組みですよね。 

こうなりますと、なかなか先ほどの繰り返しになりますけれども売るより貸した方が得

だというような制度でいずれ、これが縮小されていくんですけれども負担が２０万円と

いう金額は、比較するとすごく高い金額ですよね。だから一時的に恩恵を受ける貸付農

家が出てくるというような事なんですけれども、この制度が今後とも北海道になじまな

いと制度的に思うんですけれど、こういった事がこれからの浜中町の農地集積に関して

どのような影響があるというふうに担当課では考えていますか。 

農業委員会局長の考え方があれば伺っておきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）農業委員会局長。 

○農業委員会局長（上田幸作君） ただ今、鈴木議員さんがおっしゃったようにこの農

地中間管理機構の出来た背景から申しませんと中々難しいと思いますけれども、本州・

北海道には、なじまないというお話がありましたように、本州の水田地帯に関わる部分

で耕作放棄地ですとか、未利用地が増えている状況です。 

それから、国が進める競争力の強い農業をつくるための原点から始まっている事業で

ございまして、もともと北海道の農家・酪農を含めて農地については、できるだけ自分

で所有したいという観点で進めてきた部分なんですけれども、この農地中間管理機構は、

１０年以上借り上げて、それの集積を図りながら、貸し付ける１０年住んだらその時点



 

 

 

 

で検討する事になるのですが議員がおっしゃったように実際に農家を経営されている

方にとっては、先ほども言いましたように２６年度・２７年度１ヘクタール２０万円。

２８年度・２９年度は１０万円という一時的な交付金の部分についても国の施策により

まして、早めに農地をだしてくれれば、こういう恩恵があることを実際に農地行政を担

当している農業委員会としては、やはり農地は、農家の方が所有して、自分で一緒懸命

耗作をして生産に結びつけるという基本的な考えからは、尐し違うような気がしている

ところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員からの質疑でありますが、燃料費の全額の関係が明日

の予定であったのが、今わかったという事ですので答弁してもらいます。どうぞ。       

総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 先ほど１番議員さんの質問にお答えします。燃料費町全体

でということですが、一般会計ベースで補正前の予算総額が８,０１１万８,０００円と

なってございます。今回の３月補正で減額分が全体で約６８１万８,０００円の減額と

なってございます。約８．５％の減ということになってございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） １番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） １０％は、尐なくとも減額になるのかなと私は思ったんですが、

そうならなかった理由は、それ程下がらなかったが後半になって下がったとか、例えば

昨年１２月末の値段で言えば半額ぐらいまで落ちたかなという感覚で私は灯油を入れ

ていました。 

今、６８１万８,０００円というのであれば、そうでもなかったのかという感じで受

けとめていますが、いかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（野崎好春君） 燃料費の関係でございますけれども、平成２７年度の

当初予算の燃料単価の設定につきましては、今手持ちでございませんけれども２７年当

初予算を組んだ段階で既に燃料単価を下げて予算計上している事も想定されますので、

資料を取り寄せながら説明させていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

１０番田甫議員。 

１０番田甫議員 数点質問させていただきます。 

まず、歳入の２０ページから２２ページにわたりますけれども、常設保育所の保育料



 

 

 

 

３００万円は、３０１万円増ですね。 

２２ページのへき地保育所での１８８万３,０００円の減収であわせまして、それから

町営住宅使用料は、当初予算を組む段階で各入所者数及び入居者数にその滞納調定額分

を加えた額で予算編成しているという説明だったと記憶してますけれども、それぞれ常

設が増えてへき地が減って住宅使用料が増額になっている理由といいますか、この滞納

額と滞納額の徴収額等によるものなのか、それとも単純に人数の予定が増えた、減った

というものなのか説明をしていただきたいと思います。 

それと、２６ページの青年給付金で先ほど説明を聞いていて理解したんですけれども、

２６年度に前倒しして給付した２件を今回この２７年度の当初予算では、それをそこか

ら支出をしたのではなく、２７年度？予算からは、１件の７５万だけを出したという答

弁だったかなというふうに理解したのですが、それでよろしいでしょうか。 

それと、これに関してその以前この所得の限度額は、２５０万から３５０万円に緩和な

りますという話だった記憶がありますけれども、これはその通りに実施されているのか

この点を教えていただきたいと思います。 

それと２８ページの看護師等就学資金貸付金は多分、決算時に度々でてきた滞納分だ

というふうに理解してます。今回補正された３４万円は完納になったと理解していいの

かこの点も教えていただきたいと思います。 

それと３８ページここから、数点細かくなりますけれども、各この修繕料について詳

細を教えていただきたいと思います。まず３８ページのその他町有財産に要する経費の

修繕料３３万６,０００円増です。これは、たしか９月補正で旧西円小のボイラーの煙

道補修の補正での項目かなと思うんです。これに対しての不足分なのかどうか、それと

別に何かがでてきたのかどうか。 

それと８０ページ小学校管理運営に要する経費の修繕料の６４万円は、６月補正で霧

小の浄化槽ポンプを９７万２,０００円で修理しておりますがこれとの関連があるのか、

それとも新たな修繕がない理由なのか、これも教えて下さい。 

９０ページ大規模運動公園これは、６月・９月にそれぞれプール総体等で２度補正が

あります。それで今回この２３万４,０００円と若干金額が小さいのですが、この内容

も含めて知らせていただきたいと思います。  

それと７０ページ町営住宅に要する経費の備品購入費２３万１,０００円ですが１２月

の補正で風呂用ボイラー３台を８３万２０００円で補正してあります。１２月からここ



 

 

 

 

までの間で２３万１,０００円というのは、どのような内容なのでしょうか。 

それと８２ページ小学校管理運営に要する経費の補修用工事ですが、当初１１８万い

くらで浜中小学校のリンクをグランドに作るというお話だと思いますが今年は、暖冬だ

ったせいかどこの地区のリンクも整備には、かなり苦労したのではないかなというふう

に思っております。それで、この浜中小学校の新たにグラウンドに作ったリンクは、ど

のようなできばえで、その維持管理等は、スムーズにいったのかどうか、この点をお知

らせていただければと思います。合わせまして、この今回補正の６０万５,０００円こ

の内容も知らせていただきたいと思います。 

それと、７８ページの災害対策は、先ほど質問が出ていまして河川だろうと思うんで

すが、一般質問の時にその資料等を示して説明するというお話だったかなと思うんです

けれども、正直一般質問に１時間しがございません。それで、先程の内容を聞いてます

と、その車の台数及びその避難にかかる時間とか、以前に考えておられたような細かな

数字をこの６０分の時間内で説明を受けますと正直質問する方としては、時間が足りな

いのかなという気がございます。 

これで、もし事前に資料配布が可能であれば、そうしていただければありがたいし当日

で大丈夫ですよと時間内に端的に答えますという事であればそれでも結構ですけれど

も１時間の縛りというのは、かなり時間的に制限がありますので、そこら辺の見解も聞

いておきたいと思います。 

○議長(波岡玄智君） この際、暫時休憩します。 

  （休憩 午後 ３時 ２分） 

（再開 午後 ３時２７分） 

○議長(波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第２号の質疑を続けます。 

保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） 歳入の保育所保育料についてご説明いたします。 

まず初めに常設保育所保育料についてですが、年度当初で入所見込み児童数は、１２

８名を見込みまして、現在のところ児童数は、途中入所も含め１２８名にはならず、１

２０名程度で前後しているところですが、低年齢児のお子さんが多いことから、保育料

の一人頭の単価が高いということも含めましての増額もあります。 

滞納分としましては、３０万６,０００円の見込みの増と現年分につきましては、２７



 

 

 

 

９万２７０８円の見込みで合計３０９万８,０００円を増額するものです。 

次にへき地保育所につきましては、当初５０名の入所で見込んで、１人１６,５００

円の５０名の１２月分、１２ヵ月分で見込んでおりましたが、昨年の６月議会で保育料

の改正を行いまして、その時に保育料が町民税所得割非課税の世帯につきましては、３,

０００円町民税所得割課税世帯については、１６,０００円ということで、保育料が下

がったことにより減額となります。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 私の方から、関係する歳入歳出をお答えします。 

まず、歳入ですけれども２２ページ町営住宅使用料です。当初予算では、現年度分の

調停を４,１００万円と見込んでおりました。収納率は９７％で３,９７７万円、滞納分

につきましては１,８００万円の５％の収納率をみまして９０万ということで、当初予

算４,０６７万円でした。  

今回の補正でございますけれども現年度分につきましては調定額が４,２６２万１,０

００円、収納率９７．３％で収入見込みが４,１４７万４,０００円、滞納ですけれども、

当初調定１,９２３万６,０００円、納率１．３８％で収入見込み２６万５,７２０円とい

うことで、現年度分が、上回っておりますので、今回１０７万円の追加というふうにな

ってございます。 

次の歳出３８ページその他町有財産に要する経費修繕料３３万６,０００円です。先

程、議員がおっしゃられたとおり当初西円朱別小学校のボイラーの煙道の修繕いうこと

でやってございましたがその後、修繕をしてる最中で煙道に係る排気ファンが欠がくし

ていたという事で必要だったんですが、その分見込んでいなかったものですから、その

分の追加ということでございます。 

次に歳出７６ページ町営住宅用の備品購入２３万１,０００円の追加です。補正前は、

１４６万円の予算に対しまして２３万１,０００円の追加ですが、これにつきましては

茶内Ａ団地のＦＦ式ガス風呂釜１台を購入するための見込みということでございます。

私の方からは、以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長(藤山巧君） 歳入の２６ページ農業費補助金青年就農給付金事業補助の部

分についての説明になります。まず先程申し上げましたように、内訳としましては２６

年度補正で２７年度に本来支給されるべき方々に対して、２６年度中に国の方から、給



 

 

 

 

付をしていただきたいということで、２６年度中にその２７年本来支給するべき方々の

分を前倒しで給付したということで、実際に２７年度の方で前倒しした事による２７年

度の支出が伴わなかったという事であります。それと付け加えて、もう１点先程申し上

げるんですけれども当初予定では、新規就農者分として１５０万円ということで、見込

んでいたものもございまして、その分が結果的に新規就農を２７年度中に就農された方

がいなかったという事でその分の１５０万合わせて今回の減額分ということになって

おります。 

先ほど、議員がおっしゃられました支給要件の所得の要件のところなのですが、平成

２７年から制度が改正されまして、若干の支給要件が変わった部分について、説明させ

ていただきたいと思います。 

平成２７年からの新規就農者については、初年度については、従来どおりの１５０万

円の給付。２年目以降につきましては、前年度の所得が１５０万円から３５０万円の間

の方に所得の方の該当される方に給付することになっております。その給付の金額は最

大で１５０万円、前年の所得に応じて最終的に３５０万円を超えると給付がゼロになる

ということでの計算方式は、あるんですけどもそういう傾斜給付的な制度に変わったと

という事でご理解いただきたいと思います。それと当初予算で組んでいた４５０万円の

方々については、２６年度のまでに既に給付されている方々は、旧制度の支給要件２５

０万円以下の方々１５０万円ということと、２７年度に給付見込みしていた新規就農者

の部も１年目については、１５０万円支給するということでしたので、その分と合わせ

て当初４５０万円の給付見込みにしていたということであります。減額の内容について

は、前段申し上げたとおりの要因で減額させて最終的に寄附されたのが１件の１年間部

分の年２回支給する後期支給分、その後ろの半額の７５万円のみが平成２７年度中での

支給になったということで今回の減額補正となっております。 

○議長(波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ２８ページの看護師等修学資金貸付金収入でございま

すけれども、修学資金３４万円の補正につきましては、当初予算で１万円を計上させて

いただいておりましたが、昨年までの滞納額３５万円ございまして、完納となりました

ので残りの３４万円補正させていただいたものでございます。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（工藤吉治君） 教育委員会の教育費に関する８０ページの小学校管理運営



 

 

 

 

に要する経費の修繕料６４万円の質問についてお答えを申し上げます。 

この６０万円の修繕料の補修につきましては、新規の部分であります。 

まず１点でありますけれども霧多布小学校の循環式汚水再利用装置があるんですけ

どれも、その部分の装置部ブロアが経年劣化の為に壊れた事による修繕ともう１点が霧

多布小学校雤水升で屋上からの雤水等を地下に流すんですけれどもその雤水升が土砂

等で止まってることから、雤水が流れずオーバーフローしたことによるその修繕の２点

であります。それが全体として６４万円かかるという事になります。 

もう１点でありますけれども、工事請負費６０万５,０００円の内容でありますけれ

ども、この工事請負費につきましては、散布小学校が平成２８年度すべての学年が複式

の学級編成になることから１年生・２年生の教室への新規にスライド黒板の新設並びに

その黒板への上具に取りつけます黒板等の新設による補修工事の予算計上であります。  

また関連質問で浜中小学校のスケートリンクの質問だと思いますけれども浜中小学

校のスケートリンクにつきましては、確かに議員がおっしゃいましたように今年は、暖

冬でリンクのオープンには、苦労していましたけれども１月にオープンをしまして２月

８日まで授業で使っております。 

事業については、学校だけではなくて、保護者等のレクレーションで長靴ホッケー等で

利用しているという状況でありますのでご理解を願います。 

○議長(波岡玄智君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（箱石雄彦君） 議案の９０ページ大規模運動公園管理運営に要する経

費の需用費修繕料に関して説明いたします。 

これについては、町民スケートリンクの補修にになります。それで、例年リンクの整

氷をする際に４００メートルあるんですけれども外周と内周コンクリートの内側に綱

引き上のロープを付設します。これは、膨張によってコンクリートが破損するのを緩和

するための措置なんですけれども、それは小刻みにわけておりますけれども、それをホ

イルローダで付設する際、昨年の１２月８日なんですけれどもリンクには、散水栓が４

カ所あります。それで１ヵ所コーナの付設している際、ホイルローダを操作する者と３

人でやっているんですけども、たまたま散水車のバケットを上げた瞬間の散水栓のカバ

ーとバルブを破損してしまいました。給水には、問題がなかったんですけれども、バル

ブを取り換えなければ給水できないという事になりまして、それに係る経費で、ケース

が１２万３,６６０円という事での関係の補正ございます。以上です。 



 

 

 

 

○議長(波岡玄智君）  田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 理解は、したつもりでおりますけれども、まず各保育料及び

使用料ですが減額理由は、保育料の改定による減であるというふうに理解をいたします。  

それと、今の散水栓なんですが、これはリンク整備をいつやったのか分からないので

すが、今回のリンク整備には問題がなかったという事でリンク開始をする前の作業中で

の破損であるというふうに理解してよろしですか。 

それと、町営住宅に要する経費で風呂釜という事で経年劣化等によるものだと思いま

す。これについては理解いたしました。 

これと若干関連のある事で、住宅に係る関係で例えばガラスが破損をしてしまったとあ

るいは、ドアが壊れてしまったとか、ドアノブに鍵がかからないというトラブルという

のは、古くなってくればあるのかなというふうに考えます。それでこの役場が土・日が

休日になりますので休みに入ってしまった時あるいは、その前日の金曜日に、突然壊れ

てしまった場合、住まわれている住民の方から役場に連絡がきて、役場から連絡ができ

なかった場合、直接急ぐ場合には、業者さんに連絡して直してもらうのかなという事に

なるのかなと思うんですけれども、ここら辺の決めごとと休日中の対応は、規則的なも

のがあるのかどうか、住民が故意に壊す人は、いないと思うのですけれども住民が負担

しなくてはならない損壊の内容とこれらが発生する可能性というのは、あるのか取り決

めもあるのであれば教えていただきたいと思います。 

他については分かりましたので、その点をおしえていただきたいと思います。 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 公営住宅に関しましてお答えいたします。 

まず、個人負担の関係でございますが場合によっては、個人負担をいただくケースが

ありますが、町で設置している設備等につきましては、町の方で補修するという事にな

ります。休みの体制ですけれども、時々、金曜日の夕方電話がはいりますが日曜日も対

応しているケースもございます。また、場合によっては、土曜・日曜の日直がおります

ので、用事は、当直がおりますのでご連絡いただければ日直から我々の方に連絡が入る

というふうになってございます。ただ土・日にはいりますので場合によっては、すぐに

対応ができない場合もありますけれども、極力入居者に不便をかけないように対応して

いるところでございます。以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） １０番田甫議員。 



 

 

 

 

ただ今の公営住宅の関係で休日の土日に連絡がきて、住んでいる方から役場の担当に

困って連絡がきた場合に役場の方で修理依頼をして対応してもらうという形なんだと

思うんですけれども、役場は休みで日直がおりますけれども、そこで判断できる内容で

はないという事で、例えば施錠が壊れた場合というのは、夜間も通して外出する時は、

ある程度緊急性があるのかなというふうに考えるんですけれども、その場合は、住んで

いる方が役場で修理委託をしている大工さんに直接電話をして修理していただいたそ

の場合修理代金は自分で払うから急いでほしいという場合もあるのかなと思うのです

がそれは、やはり違うと思います。役場の物ですから役場で払わなければならないと思

うし、その時に臨機応変な対応というのは、今後もとっていただけるのか、役場と連絡

がとれなかった場合で緊急を要する場合には、個人的に修理を依頼して直すという方向

でいいのであれば、そのように答弁いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 先週そのようなケースがございました。担当が日曜日に行

くことになって連絡をしました。連絡後、いつも自分で大工さんに頼んでくれたという

ケースもございますので、ケースバイケースによって、対応したいと思います。 

以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） 他にありませんか。 

６番成田議員 

○６番（成田良雄） この度、道自治体情報システム協議会負担金が５,００５万９,０

００円が補正されましたけれどもこれは、マイナンバー制度の推進によっての負担なの

か。どういう割合で負担増になったのか答弁お願いしたいと思います。 

それと５,０００万増ですけれども国からの補助または、交付税算入がなぜいるのか、

その点を答弁お願いしたいと思います。 

次に３６ページの地方公共団体情報システム機構負担金の１０５万８,０００円の関

係でございますけれどもこれは、マイナンバーの関係で、先ほど９番議員からも質問が

ありまして重複する点もありますけども、まず個人カード発行数が現在４１件というこ

とで個人番号カードを申請して発行されると思いますけれども、まだパーセンテージに

ならないくらいの推進かと思います。そういう意味で行政としてもこの国としての制度

でスタートした訳でございます。やはり住民に対しての今後の推進にあたって取り組み



 

 

 

 

が大事かと思いますので、そういう意味で行政地方自治体において国からどのような推

進指導をされているかおしえていただきたいという事と住民にしっかりと目的を明確

に周知していく事が大事だと思います。周知する事によって今後この推進する行政に業

務の簡略化を受けられるし、スピーディーに住民サービスが遂行される事業制度だと思

います。そういう意味で今後、またどのような住民サービスをしていくのか、もう一度

答弁お願いしたいと思います。スピーディーに住民サービスが遂行されるという事は住

基カードは、他の自治体でもやっているところがありますけれども、テレビで見たんで

すけども、役場の窓口に印鑑証明等住民票の自動交付の販売機のようなものを設置して

いる自治体もありますので、このようなカードを使うと当面はされませんけれども、コ

ンビニ等でも住民票、印鑑証明もこのカードを使って発行するという自治体もあるかと

思います。そういう意味で、我が町として今後どのようなこのカードを推進して、住民

サービスまたは、行政の簡略化を図っていくかその点も住民に周知すべき事でないかと

思いますので、色々マスコミでは、詐欺とかデメリット面も報道されていますけれども、

やはり行政にとっても住民にとってもメリットがあるかと思います。自分も申請しまし

たけれどもまだ発行通知はされていませんが、やはり写真を添付して国に送るという事

が面倒かと思いました。そういう意味で今後どのように行政としての考え多くの方にカ

ードを発行通知カードでも個人住民カードの番号は、通知されておりますけども、やは

り将来は身分証明書なりと今免許証を持っている方は、いいのですが高齢者になり免許

証がなくなった方が身分証明書につながる訳ですから、住民にしっかりと個人カードを

発行していただくような自体においてもメリットがあるのではないかと思いますので、

その点の考えをおしえていただきたいと思います。 

次に５２ページ９番議員が質問して答弁がありましたけれどもこれは、霧多布放課後

児童クラブでは、霧多布小学校の空き校舎の教室を利用して推進していくと言うことで

大変喜ばしく思いますけれども先生方は、大変な面もあるかと思います。やはり時間ま

でに学校を管理しなければなりませんので、茶内にも児童クラブがありますが今後、空

き教室ができたら、学校に放課後クラブを設置するのが望ましいかなと思います。  

また、浜中小学校では、今利用者がないという事で閉鎖してますけれども、今後この空

き教室を利用する事によって、利用者が希望するかと思います。そういう意味では、今

後空き教室がありましたら霧多布の今現在どの空き教室で利用すべきと考えますか、ま

た担当課としてどう考えているかご答弁願いたいと思います。 



 

 

 

 

○議長(波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤佳信君） 歳出３４ページ道自体情報システム協議会負担金について

お答えいたします。 

今回５,００５万９,０００円の追加補正ですが負担金の中には、実績減だとかという

項目ございますけれども、この主なものを申しますと、今回は、新たな自治体情報セキ

ュリティー対策ということでの追加が主なものでございます。 

これにつきまして、昨年日本年金機構から情報が漏れたということで国においては、

町村においてもセキュリティーをしっかりせよという事での今回予算づけになってご

ざいます。今、私たちが使っているパソコンは、自治体システム協議会が運営している

札幌にありますデータセンターというところにデータがありますので、そこに見にいっ

て情報をやりとりというふうになってございます。 

今は、インターネット等と町が使っている財務会計、給与とかで実は、ＬＡＮが繋がっ

ている状態なものですからサイバー攻撃という事がおきた場合しっかりとそのインタ

ーネットと分離せよと言うことになってございます。その為に今回データセンターに分

離するシステムを導入する為に浜中町の負担ということになってございます。  

これにつきましては、国の補助対象が１,１００万円です。それの２分の１の５５０万

円が国の補助。残り５５０万円につきましては、１００％起債充当というふうになって

ございます。これから、情報管理をしっかりとやっていかなければならないと思ってま

すので、その対応でございます。以上でございます。 

○議長(波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（伊藤敦子君） ５２ページの放課後児童クラブの運営に要する経費に

ついてのご質問でございます。 

霧多布小学校での児童クラブの開設につきましてどういう大変な事があるかという

ことが寄せられているかというお話ですけれども、今のところ困ってるというようなこ

とは聞いておりません。それで３月の後半に保護者会がございますので、その時にも皆

さんからご意見をいただきいというふうに思っております。 

今後の茶内児童クラブ、浜中小学校の児童クラブにつきましては、茶内児童クラブに

つきまして空き教室の利用ということは、今のところ空き教室がございませんので学校

の利用というのはできない状況となっております。それと浜中小学校での児童クラブの

開設につきましてですけれども、今後子育て支援法による子育てアンケートなどによっ



 

 

 

 

て、必要数の把握などをしていきたいというふうに思っております。 

○議長(波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） ３６ページの負担金に係るマイナンバーの関係のマイナン

バー制度のメリットですけれども、申請者が窓口に提出する書類が簡素化される事や、

先ほども言いましたけれども所得種関係とか身分証明書のかわりになるところがあり

ます。この大きな目的として所得の把握というところが一番的確な逆に社会保障の給付

関係でこれに基づいて対象者の把握をするというのが一番の行政にとってメリットか

と思います。 

それと税の公平性という事で税の賦課漏れとかいう部分とそれによって、負担を公平

にしていただくというのが、この制度の目的であると思います。これまで、町広報等で

マイナンバー制度の概要、通知カードと負担を公平にしていただくというのが、この制

度の目的であると思いますし、マイナンバーの申請手続の関係でもだしております。 

これから具体的に他の町村では、例えば印鑑証明書をＩＣチップの中に入れたり印鑑証

明書で本人確認する為には、それで取るという方法をやっている町村もあるようです。  

先ほど議員がおっしゃられたコンビニでの交付もありますが、当町では今のところ予定

されておりませんけれども、現状窓口での対応は、させていただいております。 

過去に住民票の部分でいいますと予約制をとって職員が対応したという事もあります。

また、どの程度その辺のニーズがあるのかも含めてコスト的な問題もありますけれども

マイーナンバーカードの普及が進めば皆さんに役場まで来ていただかなくてもいいの

かなという思いがありますので、制度の趣旨を含めて窓口、広報も含めてやっていきた

いなと思います。 

総務省の方から通知カードをなくした人については、マイナンバーカードを写真付きを

作るようにと窓口でも積極的にもＰＲして下さいという事で通知等もきてます。身分証

明ですので写真がつかないと本人確認をする為の書類でもありますのでスマートホン

ですと、自分で撮ったり動画にしてそれを送るという事もできるのですが、なかなかお

年寄りですと手間がかかると思いますので自動交付写真の機械の中にマイナンバーの

申請書の写真が作成できる場所がありますので、情報提供しながらマイナンバーカード

を申請していただいて、利活用を図っていただければと思います。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 他にありませんか。                    

（「なし」と呼ぶ者あり） 



 

 

 

 

○議長(波岡玄智君） これで、質疑を終わります。 

これから、議案第２号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり）                 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１０ 議案第３号平成２７年度浜中町国民健康保険特別会計補正予算 

（第２号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１０ 議案第３号議題とします。 

本案について、提案理由をの説明を求めます。 

○議長(波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 議案第３号平成２７年度浜中町国民健康特別会計補正予算第２号

について提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正につきましては、年度末にあたり、事業費の確定に伴う補正や保険給付

費、国民健康保険税国庫支出金の決算見込みに基づくもので、今後必要とされる予算の

補正をお願いしようとするものです。補正の主な内容を申し上げますと、歳出、１款総

務費で、計上経費など１２万２,０００円の減額補正。  

２款保険給付費では、医療費等の実績見込みにより療養諸費で２,５０３万９,０００

円の追加。高額給与費４３３万円出産育児諸費３３６万２,０００円を減額するなど、

全体で１,７３４万７,０００円の追加補正、３款後期高齢者支援金で１,１４８万円を減

額。 

４款前期高齢者納付金で１２万３,０００円を減額。 

６款共同事業拠出金では、高額医療費共同事業医療費拠出金１２５万８,０００円保

険財政共同安定化事業拠出金４４２万８０００円の減額、全体で５６８万６０００円の



 

 

 

 

減額補正。 

７款保健事業費では、保健事業６６万９,０００円追加。 

特定健康診査等事業費１４０万１,０００円の減額。全体で７３万２,０００円の減額補

正。 

８款諸支出金では平成２６年度国庫負担金補助等返還金７７０万６,０００円を追加。 

以上により、今回の補正額は６９１万円の追加となります。 

一方、歳入につきましては、１款国民健康保険税は、１７３万１,０００円の追加で、

一般被保険者国民健康保険税など最終収納見込みにより計上。 

２款国庫支出金では、変更申請による交付見込みにより、国庫負担金２,２７５万８,

０００円を追加。国庫補助金９１９万２,０００円の減額。全体では１,３５６万６,００

０円の追加補正。 

３款療養給付費等交付金９０万２,０００円の追加は、社会保険診療報酬支払基金か

らの交付見込額を計上。 

４款前期高齢者交付金では、２,２１９万４,０００円を減額。 

５款道支出金では、高額医療費共同事業負担金ほか４４万９,０００円を見減額。 

６款共同事業交付金で共同事業交付金６５５万３,０００円減額、保険財政共同安定

化事業交付金６５１万８,０００円追加は、いずれも国保連合会からの確定通知に基づ

く計上、全体で３万５,０００円の減額補正。 

８款繰入金では、法定繰入分である保険基盤安定繰入金計減分４１万７,０００円減

額。保険基盤安定繰入金支援分１,３７１万２,０００円追加。出産育児一時金繰入金２

２４万円減額。財政安定化支援事業繰入金７８万６,０００円計上、全体では１,１８４

万１,０００円追加しようとするものであります。 

９款繰越金１８０万１,０００円は前年度剰余金の追加１０款諸収入２５万３,０００

円の減額は、健康診査等負担金などの実績見込みによるものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出の総額は１３億９,１３７万２,０００円となります。 

なお、本補正予算につきましては、２月２２日開催の国保運営協議会に諮問し、答申

をいただいております。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。          

○議長(波岡玄智君） これから、議案第３号の質疑を行います。 

歳入歳出一括行います。 



 

 

 

 

９番川村議員。 

○９番（川村義春君） ２点ほど尐し気になる部分を教えていただきたいんですけれど

も、歳出の１２０ペーの繰出金で一般会計繰出金７７万５,０００円が計上されており

ますけれども、これについては歳入歳出の決算総額を見込んで、一般会計に戻す為の予

算措置だと思うんですけれどもそのように理解してよろしいでしょうか。 

歳入の１２０ページに一般会計繰入金がありますけれども、この中で、財政安定化支

援事業繰入金７８万円増になっているこれとの相関関係は、何かあるのか教えていただ

きたいのと、今言われた財政安定資金の内容についてケースで、この部分が入ってきて

いるのかを教えていただきたいと思います。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（渡部直人君） 国保会計１２０ページの一般会計の繰出金です。 

この部分につきましては、補正のなかでも、ふれさせていただいているのですが、国

保被保険者のインフルエンザの予防接種３２２人分と肺炎球菌の予防接種２３人分に

かかわる国の補助対象経費になるので７７万５,０００円を一般会計に繰り出して一般

会計の方で他の町民の方と合わせて、補助金をいただいてる分になります。 

それと１１０ページ繰入金の財政安定化支援事業繰入金の関係です。 これについては、

保険者の責に帰する事ができない特別な需要分として標準的な保険者に比べて高齢者

の割合が高いとか、療養費用が多い場合そのような事情に応じて国連へ支援という形で

最尐計費を一般会計から国保会計に支援する制度があります。 

これについては、お金は、地方交付税の対象経費ということで、今年度につきまして

は７８万６,０００円ということになっております。 

昨年度は、１５７万４,０００円という額になっております。状況によっては数字が変

わってくるので３月補正で繰入金の予算措置をさせていただいております。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） これで質疑を終わります。  

○議長(波岡玄智君） これから議案第３号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決します。 



 

 

 

 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１１ 議案第４号平成２７年度浜中町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１１ 議案第４号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第４号平成２７年度浜中町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号について、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正につきましては、年度末に当たり、決算見込みに基づく補正で後期高齢

者医療広域連合納付金保険料、繰入金、繰越金など必要な予算の補正をお願いしようと

するのです。 

補正の内容につきましては、歳出１款総務費では、保険料賦課徴収事務に要する経費

で２０万円を減額。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金では、実績見込みにより２７４万円を追加。 

以上により、今回の補正額は、２５４万円となります。 

一方、歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料は、最終収納見込みにより特

別徴収保険料で２１４万１,０００円減額、普通徴収保険料の現年度分４８６万３,００

０円滞納繰越分９万４,０００円を追加、 

全体で２８１万６,０００円の追加。 

２款繰入金では、保険基盤安定繰入金３７万６,０００円事務費繰入金９１万９,００

０円の減額、 

全体で約１２９万５,０００円減額。３款繰越金は、前年度決算剰余金１０１万９,０

００円を追加するものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出の総額は、７,０４１万４,０００円となり本年度の後期



 

 

 

 

高齢者医療特別会計は、ほぼ予算の範囲内で決算できる見込みであります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） これから議案第４号の質疑を行います。歳入歳出一括行います

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４号の討論を行います。 

○議長(波岡玄智君）    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１２ 議案第５号平成２７年度浜中町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１２議案第５号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第５号平成２７年度浜中町介護保険特別会計補正予算第３号

について提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、今年度の一般管理費及び介護給付費の支出見込みにより、今後必要

とされる経費の追加及び減額について補正をお願いするものであります。 

補正の内容を申し上げますと、歳出１款総務費１項総務管理費１目一般管理費では、

介護保険推進に要する経費で、一般職給料等、補助対象経費とする為の予算組み替えな

どにより１７７万７,０００円の減。 



 

 

 

 

２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費では居宅介護

サービス等給付に要する経費居宅介護福祉用具購入に要する経費及び居宅介護住宅改

修に要する経費で利用者の実績見込みにより介護報酬等２７６万８,０００の減にも来

る地域密着型介護サービス給付費では地域密着型、介護サービス給付に要する経費で利

用者の実績見込みにより介護報酬４５９万円の減。３目施設介護サービス給付費では施

設介護サービス給付に要する経費で、利用者実績見込み減により介護報酬２,４００万

円の減。４目居宅介護サービス計画給付費及び５目審査支払手数料は、財源調整、２項

高額介護サービス等費１目高額介護サービス費では高額介護サービスに要する経費で

利用者の実績見込みにより高額介護サービス費１００万円の減。２目高額医療合算介護

サービス等費では高額医療合算介護サービスに要する経費で利用者の実績見込みによ

り高額医療加算介護サービス費３８万円の追加。３項特定入所者介護サービス等費、１

目特定入所者介護サービス費は、財源調整。 

３款地域支援事業費２項介護予防事業費１目一次予防事業費では、一時予防事業に要

する経費で一般職給料を補助対象経費とする為の予算組み替えによる追加及び燃料費

の実績減により４５万５,０００円の追加。２目二次予防事業費では二次予防事業に要

する経費で燃料費及び委託料の実績減により１５万円の減。２項包括的支援事業任意事

業費、１目包括的支援事業では、包括的支援事業に要する経費で一般職給料を補助対象

経費とする為の予算組み替えによる増及び旅費の実績減により１６万５,０００円の追

加。２目任意事業費は財源調整。 

４款基金費１項介護保険基金費１目介護保険給付費準備基金費では、基金積立金を３

２８万７,０００円の追加。 

以上により、今回の補正額は、２,９９９万８,０００円の減額となります。 

一方、歳入につきましては、１款介護保険料１項保険料第１号被保険者保険料５８７

万３,０００円の減。 

２款 国庫支出金１項国庫負担金介護給付費負担金４０９万２,０００円の減。２項 

国庫補助金、現年度分調整交付金及び前年度精算交付金２００万６,０００円の減。 

３款道支出金に１項道負担金介護給付費負担金５２８万８,０００円の減、２項道補

助金前年度生産交付金２万円の減。 

５款支払基金交付金１項支払基金交付金介護給付費交付金１,２５５万８,０００円の

減は、いずれも歳出に伴う交付見込みによるもの。 



 

 

 

 

６款繰入金、１項一般会計繰入金介護給付費繰入金及び前年度精算繰入金４０２万８,

０００円の減。事務費繰入金１２８万９,０００円の減は、いずれも歳出減額に伴うも

の。 

低所得者保険料軽減繰入金は、保険料第１段階者の人数確定により６,０００円の追加。 

７款繰越金、１項繰越金前年度剰余金５１５万円を追加。 

以上により今回の補正額は、２,９９９万８,０００円の減額となります。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、４億２,２７４万５,０００円となります。

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

いを申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） これから議案第５号の質疑を行います。歳入歳出一括して行い

ます。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第５号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから案第５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１３ 議案第６号平成２７年度浜中診療所特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１３ 議案第６号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 



 

 

 

 

○町長（松本博君） 議案第６号平成２７年度浜中診療所特別会計補正予算第２号につ

いて提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、平成２７年度浜中診療所特別会計の決算見込みに基づく補正予算で

臨時雇上賃金の不足分の追加と事業費の確定などによる減額について補正をお願いし

ようとするものであります。 

補正の内容申し上げますと、歳出では、１款総務費浜中診療所維持管理に要する経費

では、１５節工事請負費の診療所浴室床及び暖房設備工事費工事で３万２,０００円の

減額、浜中診療所運営に要する経費では、７節賃金の臨時雇上賃金１７８万円などの追

加のほか退職手当組合負担金などの減額で４万８,０００円の減額。 

２款医療費医業に要する経費では、１３節委託料の臨床検査委託料７０万円など１４

１万円の減額、入院患者等給付職に要する経費では１１節需用費の修繕料１０万８,０

００円の追加。 

３款公債費では、２３節償還金利子及び割引料は、地方債償還利子６万３,０００円

を減額。 

以上により、今回の補正額は１４４万５,０００円の減額となります。 

一方、歳入につきましては、１款診療収入は、１項入院収入で介護保険介護診療報酬

収入で４８２万５,０００円などの減で総額４９４万１,０００円を減額、２項外来収入

では後期高齢者診療報酬収入２８７万１,０００円などの減で総額３４７万８,０００円

減額、３項その他の診療収入では、諸検査等収入の４１万１,０００円追加。 

２款使用料及び手数料では、予防接種料の８９万円などの減で総額７７万円の減額。

３款繰入金３４９万４,０００円の追加は、一般会計繰入金で財源調整。 

４款繰越金では、前年度剰余金４１５万４,０００円の追加。 

６款町債では、総務管理費債の過疎地域自立促進特別事業債の実績により３０万円の

減額。 

７款国庫支出金では、診療所補助金の医療施設等設備整備事業助成の確定により１１

万５,０００円の減額を補正するものであります。 

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は、それぞれ１４４万５,０００円を減額し、

２億５,２００万円にしようとするものです。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 



 

 

 

 

○議長(波岡玄智君） これから議案第６号の質疑を行います。歳入歳出一括行います。

９番川村議員。 

○９番（川村義春君） 診療所会計については、総合的な見地から質問をさせていただ

きたいといいます。歳入の診療収入９,３００万の使用料と繰越金を合わせて総額では

９,３００万円くらいになると思います。それから、歳出の一般管理費、事業費をたす

と２億４,８００万円くらいになり１億５,４００万円が不足していて、これに町債の分

を引きますと、だいたい繰入額が一般会計の繰入金１億４,２００万円くらいになるわ

けですけれども、毎年一般会計からの多額な繰入というのは歳出は、職員給与を含めて

１５人、それから医師報酬１人ですけれども、それを含めても変わらない訳なんですよ

ね。そういった中で赤字経営をを緩和して黒字まではいかなくても一般会計からの繰入

をいかに尐なくしていくか、これは相当な課題であると思います。 

それで事務長にお聞きしますけれども、事務長は、ここ数年間診療所の改革に相当、

意をもって頑張ってこられた事に関して私ども議会としては、敬意を表したいと思いま

すけれども、実際その繰入額を減らすとすればどの部分に焦点をあてていけば一般会計

からの繰入を減らすことができるか、そういった部分の思いを含めて、聞かせていただ

ければと思います。 

○議長(波岡玄智君） 診療所事務長。 

○診療所事務長（越田正昭君） 今、質問をうけた関係でございますけれども、私なり

に思う事、まず総体的な部分で診療収入。歳出では、先程言ったように人件費、先生の

報酬等に係る部分では、ずっと推移をしていくんだろうなと思います。 

これについては、大きな増減にならないだろうと消費税アップは、来年予定をしており

ますけれども、それを含めて経費的な部分については、数１００万円程度になるのかな

と思っております。診療収入の７割近くは、その部分に占めているわけですから、その

中で、特に今問題となっているのは、入院の収入です。これは、相対的に１,０００万

円近い数字を前後して繰り返しているということでございます。 

今回も５００万円になりますが、今私がたちが予定を立てているのは、実績を次の年度

で行うという事です。これが、なかなか見通しが今現状として立ちません。 

この問題は、看護師の出入り、産休とか色々な職業の中で入院に係る部分の全体の配置

調整を見きわめた時に、どうしても入院については、ある程度の確保人数がいるという

事を医師、看護師や私の方で交渉しているのですが、なかなか溝がうまらないという状



 

 

 

 

況があります。 

当然それは、何かというと入院の人数についての制限を若干加えられているという訳 

あります。 

これは、１年前から事務方として私の方もこの部分については、ある程度、それぞれ

の背後中でやっていただければ回るのでないかと思うのですが、なかなか現場サイドと

して話し合いの中でどうしても、その１０人を超えれるような入院患者の数字がでてこ

ないという状況がこの１年間続いて繰入金になってきているのかなというのもありま

す。     

それともう１つは、外来であります。これは入院外来が今１万人に満たない状況で昨

年１度、１万人を超えました。でも、この１、２年また今年ある程度１万人という最低

限な数字に到達をしない事の要因は、外来患者がそれぞれの年代別もあるのですが、若

い世代が、なかなか来ていただけない状況が続いています。これは皆さんもアンケート

の部分で私がご説明した中で、この辺の状況というのは私以上に皆さんが分かっている

と思いますがなかなか、うまく患者を呼びとめる事ができない状況が続いています。 

ですから、今私たちがやらなきゃいけないのは、まず患者を呼び止める事で、かなり医

師には頑張ってもらわなければならないと思っております。 

１つは、丁寧な診療に原点があるのかなと思っております。ここら辺がなかなか溝が埋

まらないというよりは、トラブルも今の原因の中で戻ってこないという要因が外来には

あるなと思っております。 

それともう１つの要因は、検査収入といいますか基本的な診療報酬の収入の中には、

色々な検査をしたり定期的にやらなくてはいけない事があるのですが今の私と医師と

の関係の話し合いを何度おこなっても、この部分の収益があがってこないという事です。

やはり来る患者は、色々なところをみてほしいと求めてくるのですが、これに至ってこ

ない。その場合、当然診療の関係が他の医療機関に向いてしまうという形がでています。

ここは、やはり医師として基本できる事をやると患者は戻ってくるのかなと思います。

ただ、１０年間医師と患者の関係は、やはり大きなメスを入れていかなければこの解決

だけでは無理なのかなと思います。 

それともう１つは、やはり丁寧な診療のほかに看護師の対応もあります。これらの部分

もしっかりとやっていかなければ、なかなか診療体制は上向きにはなりませんし、この

現状を打開することは、まず無理ではないかと私なりに思っております。ですから、こ



 

 

 

 

の２つをしっかりできるのかという事に掲げられるのかと思っておりますし、今後これ

は、町営の施設として役割や地域診療を守り、地域審議をしっかりやるという事の原点

にはならないのかなと思っております。以上です。 

○議長(波岡玄智君）川村議員 

○９番（川村義春君） 事務長の方から、今の診療所の実態説明をしていただきました。

予算的には、新年度予算も比較してみましたけども、今補正予算の最終２億５５５万５,

０００円ですけども新年度予算も２億５,０４２万７,０００円と同じくらい一般会計の

繰入も決算では、１億４,２１９万６,０００円ですけれども新年度予算の見込みとして

は、１億４,７０４万９,０００円ということで、ほぼ同じような状況です。 

こういう実態を解消するには、やはり事務長から説明があったように基本となる部分を

医師に頑張ってもらう丁寧、親切なあたたかい診療を看護師も含め、今後の診療所をど

のようにしていくべきか、今事務長の方からも言われましたけれども、その辺を理事者

の方から最後に聞いて終わりたいと思います。 

事務長本当にご苦労さまでした。 

○議長(波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 事務長は、思いをお伝えたという事で、その後に私にまわってく

るという事は、想像はしていたのですが、大変そういう思いでやってきたと思いますし、

その思いでやってきたというのは、間違いなく事務長だけにやらせてきた訳ではありま

せん。 

この間、医師報酬の引き上げを議会も含めて大きく議論されましたし、いろんな注文

もつけてもらいました。その度にその方向性をだしたところですけれども、地域医療を

しっかり守っていくということが基本であると思っておりますし、今後直していかなけ

ればならないという事が明らかでありますので、どいう形になるのか解りませんけれど

もしっかり町民の診療所の為になるような診療体制をを含め、つくっていかなければな

らないと思っています。 

これからの大きな課題だと思っております。今後なのですが、あまりうまくいっていな

いというのが事実です。これについては、皆様と相談してつくっていきたいと思ってお

ります。以上です。 

○議長(波岡玄智君） 川村議員 

○９番（川村義春君） 今町長から話がありましたけれども、思いきった対策が必要だ



 

 

 

 

という事を申し上げておきたいなというふうに思っております。答弁はいりません。 

○議長(波岡玄智君） 議案第６号の質疑を続けます。 

１０番田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） ただ今、町長からどの様なことができるかわからないけれど

とにかく、その診療所の改善を進めていかなければならないという決意をいただきまし

た。それで、先ほど事務長がおっしゃられた事を聞いておりましたけれども医師及び看

護師、事務方だけではなく、まずこの監査委員からも指摘があったとおり、その経営と

いう感覚これをまず持っていただかないといくら丁寧な診療・親切な診療をやって下さ

いと言っても相当前から言われていて、できないという事は難しいのかなと思います。

そこでやはり見えてくるのは、数字ですから、その経営という観念からこの数字の改善

を図っていただくような方向での話し合いというのも大事ではないかと思います。 

その為には、先程から言っていた入院及び外来患者をここの診療所にかかっていただけ

るかという事ですが、たまたま孝仁会病院へ見舞いに行く機会がございまして、時間が

ありましたので、ロビーにおりましたが驚きました。患者から医師だけではなく、看護

師あるいは受付へ至るまでの投書がありまして、それに対して見事にしっかりと答えて

それを掲示してあるんですよ。それが１枚や２枚ではなく、こういう意識を要する経営

で、経営を維持するために患者は減らさない、患者の声を聞く。この姿勢がやはり今の

うちの町の診療所には、求められるのではないのかなと思います。 

また医師給料の改定の提案がだされるのではと思いますが、それを判断しなくてはな

らない立場でこの任期中にあるわけですから、その思いもありまして、この数字的な改

善をある程度求めて、それが達成されるよう、スタッフを含めて取り組んでいただける

ような、方向性の話し合いというのは大事じゃないかと思いますけれども、その点に関

して、答弁いただければと思います。 

○議長(波岡玄智君） 診療所事務長。 

○診療所事務長（越田正昭君） 大きな課題での私たちの悩みどころは、その中で繰入

金が１億数千万を超えてきている。この状況は私達も医師、看護師と１年間この話合い

もさせていただきました。しかし、なかなか経営の理解には、至らないというのも私た

ちのジレンマをまたある訳であります。しかし、そう言いながらもやらなければならな

い現実が待ってる訳です。入院患者は、この率でいくとやはり国が色々求めているのは、

入院は、６０％以上稼働率をあげろという部分がございます。私たちは、今この６０％



 

 

 

 

の１つの目途をある程度入院の部分で持っていかなければなりません。それと、外来の

部分１万人をきるといいますけれども数十年前は、２万五千人ぐらいおりました。そう

いった事をみると、患者といえども総体的には、人口も減っておりますから、その中で

ある程度の数字となると１万５千人ぐらいの患者数は、私もそれぞれの診療所に視察に

も行かせてもいましたけれども、どんな小さな診療所でも来るような要因となっており

ますから外来としてもそのぐらいの数字は、持ちつつやっていかなければならない、そ

う言いながらそこの数字を求めた時に当然医師、看護師、事務方もかなりの努力をして

いかなければなりません。その形を構築する努力は、しなければならないと思いますし、

今後これらの部分も含めてしっかりと医療スタッフで再度議論をさせていただきなが

ら、診療所としてのあり方を作っていきたいと思っております。 

○議長(波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） これで、質疑を終わります。 

これから議案第６号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１４ 議案第７号平成２７年度浜中町下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１４ 議案第７号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君）  議案第７号平成２７年度浜中町下水道事業特別会計補正予算第



 

 

 

 

３号について、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の補正は、平成２７年度の決算見込みに基づく補正で既定の歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ１,５７９万２,０００円を減額し、４億２,６１２万６,０００円

にしようとするものであります。  

補正の内容でありますが、歳出では、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

で一般管理に要する経費１１万９,０００円の減額は不足見込みと確定によるもの。２

目普及促進費で下水道設備普及促進に要する経費７８万円の減額は確定によるもの。 

２款１項水下道費 、１目下水道事業費で特定環境保全公共下水道事業に要する経費

で８２９万５,０００円の減額は、不足見込みと確定によるもの及び執行残。 

農業及び漁業集落排水事業に要する経費３８２万円の減額は執行残。 

２目処理場管理費で、霧多布茶内散布各クリーンセンター管理運営に要する経費１８３

万９,０００円の減額は、不足見込みと確定によるもの。３目管渠管理費で公共下水道

農業及び漁業集落排水管渠施設の維持に要する経費９３万９,０００円の減額は、確定

によるものであります。 

一方、歳入では、１款分担金及び負担金で公共下水道事業受益者分担金７万８,００

０円の追加。 

２款使用料及び手数料で公共下水道使用料１８０万４,０００円の追加。 

３款国庫支出金で公共下水道事業補助３５７万４,０００円の減額。 

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金１,１９０万円の減額は、公共下水道事業分６

３４万２,０００円、農業集落排水事業分１８９万円漁業集落排水事業分３６６万８,０

００円でいずれも減額。７款町債で特定環境保全公共下水道整備事業債２２０万円を減

額しようとするものであります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） これから、議案第７号の質疑を行います。 

歳入歳出一括して行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



 

 

 

 

○議長(波岡玄智君）  討論なしと認めます。 

これから、議案第７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君）  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１５ 議案第８号平成２７年度浜中町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長(波岡玄智君） 日程第１５ 議案第８号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君）  議案第８号平成２７年度浜中町水道事業会計補正予算第２号に

ついて、提案の理由をご説明申し上げます。  

この度の補正は、決算見込みによるもので、予算第３条収益的収入及び支出では、収

入で１款水道事業収益２項営業外収益２目他会計補助金３万５,０００円の減額。４目

長期前受金戻入益５万６,０００円の追加。支出で１款水道事業費用、１項営業費用、

１目浄水及び配水費１５５万５,０００円の減額。２目総係費８７万３,０００円の追加

は、確定と人事院勧告に伴う人件費の不足見込みによるもの３目減価償却費４万９、０

００円の減額。２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費２２万５,０００円

の減額は、いずれも実績見込みによるもの。３項特別損失１目その他特別損失９７万７,

０００円の増は貸倒引当金の不足見込みによるものであります。 

これにより、補正後の収益的収入及び支出の総額は、それぞれ２万１,０００円を追

加し１億８,８８２万７,０００円となります。 

また予算第６条に定めた議会の議決を得なければ流用することのできない経費職員

給与費は８７万３,０００円を追加し４,１８３万円 予算第７条に定めた他会計からの

補助金は、４,６６５万２,０００円を４,６６１万７,０００円にそれぞれ改めようとする

ものであります。 



 

 

 

 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

いを申し上げます。 

○議長(波岡玄智君） これから、議案第８号の質疑を行います。  

収支一括して行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）                

○議長(波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第８号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり）               

○議長(波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第８号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます 

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎延会の議決 

 

○議長(波岡玄智君） お諮りします。 

本日の会議は、この程度にとどめ、延会したいと思います。 

○議長(波岡玄智君） これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎延会の宣告 

 

○議長(波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって本日は、これで延会することに決定しました。 

本日はこれで延会します。         



 

 

 

 

（延会  午後４時５６分） 
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